
恵庭市水道ビジョン・経営戦略の改定について

現行の「恵庭市水道ビジョン」は、平成 24年 4月に策定し、「安心」「安定」「持続」

「環境」の四つの基本施策により事業を推進してきました。 また、平成 27年 4月に

は、将来の投資・財政計画に基づき、「恵庭市水道事業経営戦略」を策定いたしました。

現在、「恵庭市水道ビジョン」は策定から 7年、「恵庭市水道事業経営戦略」は策定から

4年が経過しており、国については、「新水道ビジョン」の公表、市においては、「恵庭

市人口ビジョン」、「第 5期恵庭市総合計画」の策定、また昨年 9月の「北海道胆振東部

地震」の災害対策等、水道事業を取り巻く状況が大きく変化しており、新たな課題が生

じている状況であります。

このことから、平成 30年度には、内閣府の補助事業を活用して水道事業の現況を分

析し、財政面の将来予測等を行った結果をもとに、今後の経営改善に向けて検討するこ

ととしており、本年度は、国の「新水道事業ビジョン」の政策課題である「安全」「強

靭」「持続」の三つの基本施策を踏まえ、将来にわたり安全で良質な水道水を安定的に

供給するとともに、安定した経営基盤を持続していくために、「恵庭市水道ビジョン」

と「恵庭市水道事業経営戦略」の見直しを考えております。

１. 今回の改定に伴う主な変更点
(１) 恵庭市水道ビジョン(H24.4策定)

①「安全・持続・強靭」の３つの基本施策への変更及び施策概要の見直し

② 水道事業の現状評価の見直し

③ 水道ビジョンのフォローアップ追加

(２) 恵庭市水道事業経営戦略(H27.4策定)
① 投資・財政計画の見直し

② 恵庭市水道事業経営戦略と恵庭市新水道事業ビジョンの一本化

③ 恵庭市管路更新計画(H27.4策定)の見直し 

資料 ⑤



【恵庭市新水道事業ビジョン(経営戦略)の位置付け】

【策定スケジュール】

＜新水道ビジョンの基本理念＞

地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道

安全

強靭 持続

３つの観点と方策の推進要素

＜新水道ビジョン 厚生労働省＞＜第５期恵庭市総合計画＞

＜将来都市像＞

花・水・緑 人がつながり
夢ふくらむまち えにわ

＜目標＞
安定した水供給と持続的な下水処理
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恵庭市水道ビジョン 恵庭市水道事業経営戦略

恵庭市新水道事業ビジョン(経営戦略)

＜基本理念＞

＜基本施策＞
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３月 議会（１定）に恵庭市水道ビジョン・水道事業経営戦略改訂版の実績報告／ＨＰ公表

１２月 議会（４定）に恵庭市水道ビジョン・水道事業経営戦略改訂版の素案報告

１月 恵庭市水道ビジョン・水道事業経営戦略改訂版のパブリックコメントの実施

２月 第３回経営審議会　［開催日：２月～３月］

８月 第１回経営審議会　［開催日：８月６日］

１０月 経営審議会委員に恵庭市水道ビジョン・水道事業経営戦略改訂版の中間報告（書面）

１１月
第２回経営審議会　［開催日：１１月初旬］

経営審議会より市長に答申書の提出

５月
「恵庭市水道ビジョン・水道事業経営戦略改訂版」策定支援委託業務　　

［契約工期：令和元年５月２４日～令和２年３月１３日］

６月～７月
アンケート調査の実施　［調査期間：６月２１日～７月５日］

　［①対象者：２,０００世帯　　②集計完了：７月８日　　③ＮＪＳ解析：８月］



【恵庭市新水道事業ビジョン(経営戦略)の構成案について】

構成案１ 構成案２

1. はじめに
1.1 作成の目的
1.2 位置付け
1.3 計画期間
1.4 構成

2. 基本理念と理想像
2.1 基本理念
2.2 理想像

3. 水道事業の概要
3.1 沿革
3.2 給水区域図
3.3 施設概要

4. 水道事業の現状評価
4.1 水需要の動向
4.2 受水量・配水量分析
4.3 施設評価
4.4 経営分析
4.5 財政収支の見通し
4.6 進捗状況整理

5. 現状分析結果と課題抽出
5.1 現状分析結果
5.2 課題の抽出

6. 将来の事業環境
7. 基本目標と主要施策
8. ロードマップ
9. フォローアップ
10. 経営戦略

10.1 投資・財政計画
10.2 効率化・経営健全化の取組み

1. はじめに
1.1 作成の目的
1.2 位置付け
1.3 計画期間
1.4 構成

2. 基本理念と理想像
2.1 基本理念
2.2 理想像

3. 水道事業の概要
3.1 沿革
3.2 給水区域図
3.3 施設概要

4. 水道事業の現状評価
4.1 水需要の動向
4.2 受水量・配水量分析
4.3 施設評価
4.4 経営分析
4.5 財政収支の見通し（投資・財政計画）
4.6 進捗状況整理

5. 現状分析結果と課題抽出
5.1 現状分析結果
5.2 課題の抽出

6. 将来の事業環境
7. 基本目標と主要施策
 （効率化・経営健全化の取組み）

8. ロードマップ
9. フォローアップ
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アンケート調査結果（速報） 

はじめに 

現在、恵庭市水道事業では、事業運営の基本方針となる『恵庭市水道ビ

ジョン』の改定を進めております。その中で、今後の事業運営に、お客さ

まのご意見・ご要望等を反映させるため、アンケート調査を実施しました。 

調査期間：令和元年６月２１日（金）～令和元年７月５日（金） 

アンケート発送数   2,000 世帯 

アンケート回答数     845 世帯 

回 答 率   42.3 ％ 

（令和元年７月８日集計時点）

□アンケートの精度について 

信頼度を95％、標本誤差を5%とした場合（一般的に国などが行う標本調

査の水準：国勢調査など）の統計学上の必要サンプル数380世帯を上回り、

本調査から得られた結果は恵庭市全体としての意見を推計するために、

十分な精度を得ています。 

本アンケート調査の精度 

信 頼 度   99.0 ％ 

標 本 誤 差     4.4 ％ 
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問１ ご回答いただく皆さまのことについてお尋ねします。 

問１ あなたのご世帯は何人ですか。あなたを含めたご家族の人数をお答えください。 

   人 

回答世帯数：838世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1人 152 18.1%

2人 363 43.4%

3人 159 19.0%

4人 126 15.0%

5人 28 3.3%

6人以上 10 1.2%

計 838 100.0%

1人
18.1%

2人
43.4%

3人
19.0%

4人
15.0%

5人
3.3%

6人以上
1.2%
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問２ あなたはどちらの地域にお住まいですか。 

恵庭市       

回答世帯数：839世帯 

町名 回答数 構成比率 町名 回答数 構成比率 町名 回答数 構成比率

相生町 15 1.8% 桜町 17 2.0% 盤尻 0 0.0%

有明町 23 2.7% 桜森 1 0.1% 福住町 25 3.0%

漁太 2 0.2% 島松旭町 6 0.7% 文京町 24 2.9%

漁町 5 0.6% 島松寿町 12 1.4% 穂栄 2 0.2%

泉町 7 0.8% 島松仲町 5 0.6% 牧場 1 0.1%

恵南 6 0.7% 島松東町 9 1.1% 美咲野 26 3.1%

大町 6 0.7% 島松本町 8 1.0% 緑町 8 1.0%

柏木町 34 4.1% 島松沢 0 0.0% 南島松 5 0.6%

春日 0 0.0% 下島松 2 0.2% 恵み野北 8 1.0%

上山口 1 0.1% 白樺町 21 2.5% 恵み野西 9 1.1%

北柏木町 18 2.1% 新町 2 0.2% 恵み野南 3 0.4%

北島 1 0.1% 末広町 8 1.0% 恵み野東 11 1.3%

京町 5 0.6% 住吉町 20 2.4% 恵み野里美 6 0.7%

恵央町 9 1.1% 中央 2 0.2% 本町 8 1.0%

黄金北 30 3.6% 戸磯 2 0.2% 和光町 29 3.5%

黄金中央 14 1.7% 中島町 43 5.1%

黄金南 49 5.8% 中島松 1 0.1% ※以下は町名の記載がなかった回答

駒場町 28 3.3% 西島松 3 0.4% 黄金 26 3.1%

幸町 13 1.5% 柏陽町 35 4.2% 島松 45 5.4%

栄恵町 3 0.4% 林田 0 0.0% 恵み野 137 16.3%

計 839 100.0%

5.8%
5.1% 5.4%

16.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

相
生
町

有
明
町

漁
太
漁
町
泉
町
恵
南
大
町
柏
木
町

春
日
上
山
口

北
柏
木
町

北
島
京
町
恵
央
町

黄
金
北

黄
金
中
央

黄
金
南

駒
場
町

幸
町
栄
恵
町

桜
町
桜
森
島
松
旭
町

島
松
寿
町

島
松
仲
町

島
松
東
町

島
松
本
町

島
松
沢

下
島
松

白
樺
町

新
町
末
広
町

住
吉
町

中
央
戸
磯
中
島
町

中
島
松

西
島
松

柏
陽
町

林
田
盤
尻
福
住
町

文
京
町

穂
栄
牧
場
美
咲
野

緑
町
南
島
松

恵
み
野
北

恵
み
野
西

恵
み
野
南

恵
み
野
東

恵
み
野
里
美

本
町
和
光
町

黄
金
島
松
恵
み
野



4

問３ あなたのお住まいは次のうちどれですか。 

(１)一戸建て 

(２)３階建以下のアパートなどの集合住宅 

(３)４階建以上のアパートなどの集合住宅 

(４)その他（             ） 

回答世帯数：840世帯 

問２ 水道水についてお尋ねします。 

問４ あなたは水道水の味をどう感じていますか。 

(１)おいしい 

(２)普通 

(３)おいしくない 

(４)わからない 

回答世帯数：839世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 一戸建て 674 80.2%

2 3階建以下集合住宅 106 12.6%

3 4階建以上集合住宅 51 6.1%

4 その他 9 1.1%

計 840 100.0%

一戸建て
80.2%

3階建以下集合住宅, 12.6%

4階建以上集合住宅
6.1%

その他
1.1%

選択肢 回答数 構成比率

1 おいしい 225 26.8%

2 普通 519 61.9%

3 おいしくない 64 7.6%

4 わからない 31 3.7%

計 839 100.0%

おいしい
26.8%

普通
61.9%

おいしくない
7.6%

わからない
3.7%
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問５ 水道水の水質について、今後いっそう、取り組んで欲しいと思うことは何ですか。 

（複数回答可）

(１)塩素臭（カルキ臭）を少なくする 

(２)カビ・泥臭などの発生を少なくする 

(３)水質基準に適合していればよい 

(４)わからない 

(５)その他（             ） 

回答世帯数：845世帯 

問６ あなたは水道水の安全性についてどう感じていますか。 

(１)安心 

(２)普通 

(３)不安 

(４)わからない 

回答世帯数：840世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 塩素臭を少なくする 376 44.5%

2 カビ・泥臭などを少なくする 289 34.2%

3 水質基準に適合していればよい 390 46.2%

4 わからない 38 4.5%

5 その他 48 5.7%

（複数回答可）

計 1141 ―

44.5%

34.2%

46.2%

4.5%

5.7%

塩素臭を
少なくする

カビ・泥臭など
を少なくする

水質基準に適合
していればよい

わからない

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

選択肢 回答数 構成比率

1 安心 409 48.7%

2 普通 355 42.3%

3 不安 49 5.8%

4 わからない 27 3.2%

計 840 100.0%

安心
48.7%

普通
42.3%

不安
5.8%

わからない
3.2%
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問７ 水道水の安全性について、今後いっそう、取り組んで欲しいと思うことは何ですか。 

(１)供給水質の集中監視 

(２)水道施設の運転管理の厳格化 

(３)受水槽の衛生管理の強化 

(４)直結給水方式の拡充 

(５)わからない 

(６)その他（             ） 

回答世帯数：845世帯 

問３ 水道料金についてお尋ねします。 

問８ あなたのご家庭では、水道の使用に対してどのような節水につながることをしています

か。（複数回答可） 

(１)節水は特に意識していない 

(２)節水器を使用している（トイレ、洗濯機、食洗器、節水コマなど） 

(３)節水につながる行動をしている（こまめに蛇口を開閉する、風呂のお湯を再利

用するなど） 

回答世帯数：845世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 供給水質の集中監視 473 56.0%

2 水道施設の運転管理の厳格化 378 44.7%

3 受水槽の衛生管理の強化 305 36.1%

4 直結給水方式の拡充 152 18.0%

5 わからない 95 11.2%

6 その他 27 3.2%

（複数回答可）

計 1430 ―

56.0%

44.7%

36.1%

18.0%

11.2%

3.2%

供給水質の
集中監視

水道施設の運転
管理の厳格化

受水槽の衛生
管理の強化

直結給水方式
の拡充

わからない

その他

0% 20% 40% 60%

選択肢 回答数 構成比率

1 特に意識していない 190 22.5%

2 節水器を使用している 178 21.1%

3 節水につながる行動をしている 595 70.4%

（複数回答可）

計 963 ―

22.5%

21.1%

70.4%

特に意識して
いない

節水器を
使用している

節水につながる
行動をしている

0% 20% 40% 60% 80%
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問９ あなたは水道料金について、どのように思いますか。 

(１)高い 

(２)妥当 

(３)安い 

(４)わからない 

回答世帯数：833世帯 

問１０ 問９のお答えで、「高い」と回答された方にお尋ねします。水道料金を「高い」と感じ

る理由は何ですか。（複数回答可） 

(１)家計に占める水道料金の割合から 

(２)下水道料金といっしょに支払うから 

(３)電気・ガス料金と比較して 

(４)他市の水道料金と比較して 

(５)経営努力でもっと安くなると思うから 

(６)２か月分をまとめて支払うから 

(７)なんとなく 

(８)その他（             ） 

回答世帯数：338世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 高い 338 40.6%

2 妥当 440 52.8%

3 安い 16 1.9%

4 わからない 39 4.7%

計 833 100.0%

高い
40.6%

妥当
52.8%

安い
1.9%

わからない
4.7%

選択肢 回答数 構成比率

1 家計に占める水道料金の割合 162 47.9%

2 下水道料金と一緒に支払う 69 20.4%

3 電気・ガス料金と比較して 43 12.7%

4 他市の水道料金と比較して 124 36.7%

5 経営努力で安くなると思う 74 21.9%

6 ２か月分をまとめて支払う 63 18.6%

7 なんとなく 10 3.0%

8 その他 10 3.0%

問９で「1 高い」と回答した回答者のみ（複数回答可）

計 555 ―

47.9%

20.4%

12.7%

36.7%

21.9%

18.6%

3.0%

3.0%

家計に占める割合

下水道料金と同時支払

電気・ガス料金と比較

他市の水道料金と比較

経営努力

２か月分での支払

なんとなく

その他

0% 20% 40% 60%
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問４ 自然災害時の対応についてお尋ねします。 

問１１ ライフラインについて、あなたが最も大切だと思うものはどれですか。 

(１)上水道 

(２)下水道 

(３)電気 

(４)ガス 

(５)道路･交通網 

(６)電話・インターネットなどの通信・情報網 

回答世帯数：774世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 上水道 429 55.4%

2 下水道 26 3.4%

3 電気 282 36.4%

4 ガス 3 0.4%

5 道路・交通網 14 1.8%

6 通信・情報網 20 2.6%

計 774 100.0%

上水道
55.4%

下水道
3.4%

電気
36.4%

ガス
0.4%

道路・交通網
1.8%

通信・情報網
2.6%



9

問１２ あなたのご家庭では、地震などの災害に備えて飲み水を蓄えていますか。また、蓄えて

いる場合は、その量も合わせてお答えください。 

(１)備蓄していない 

(２)備蓄している（約    リットル） 

回答世帯数：825世帯 

備蓄していると回答された406件のうち、備蓄量が記載されていたのは下記の395件です。 

選択肢 回答数 構成比率

1 備蓄していない 419 50.8%

2 備蓄している 406 49.2%

計 825 100.0%

備蓄していない
50.8%

備蓄している
49.2%

備蓄量 回答数 構成比率

10リットル未満 122 30.9%

10リットル以上　20リットル未満 143 36.2%
20リットル以上　30リットル未満 59 14.9%
30リットル以上　40リットル未満 30 7.6%
40リットル以上　50リットル未満 8 2.0%
50リットル以上　60リットル未満 4 1.0%
60リットル以上　70リットル未満 11 2.8%
70リットル以上　80リットル未満 1 0.3%
80リットル以上　90リットル未満 3 0.8%
90リットル以上　100リットル未満 0 0.0%
100リットル以上 14 3.5%

計 395 100.0%
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問１３ 平成３０年９月６日に北海道胆振東部地震が発生しました。地震発生後に困ったこと、

または不安に感じたことはなんですか。（複数回答可） 

(１)停電で水道が使えなかった 

(２)断水などのデマ情報が流れた 

(３)断水した場合の水道水の確保 

(４)市による広報周知が確認できなかった 

(５)その他（             ） 

回答世帯数：845世帯 

問１４ 自然災害を想定した応急給水対策について、あなたが大切に思うことは何ですか。 

（複数回答可）

(１)個人の備蓄 

(２)災害時の広報活動の充実 

(３)給水車の充実 

(４)避難所への貯水槽の設置 

(５)その他（             ） 

回答世帯数：845世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 停電で水道が使えなかった 138 16.3%

2 断水などのデマ情報が流れた 302 35.7%

3 断水した場合の水道水の確保 374 44.3%

4 広報周知が確認できなかった 272 32.2%

5 その他 92 10.9%

（複数回答可）

計 1178 ―

16.3%

35.7%

44.3%

32.2%

10.9%

停電で水道が
使えなかった

断水などのデマ
情報が流れた

断水した場合の
水道水の確保

広報周知が確認
できなかった

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50%

選択肢 回答数 構成比率

1 個人の備蓄 537 63.6%

2 災害時の広報活動の充実 382 45.2%

3 給水車の充実 494 58.5%

4 避難所への貯水槽の設置 252 29.8%

5 その他 19 2.2%

（複数回答可）

計 1684 ―

63.6%

45.2%

58.5%

29.8%

2.2%

個人の備蓄

災害時の広報
活動の充実

給水車の充実

避難所への
貯水槽の設置

その他

0% 20% 40% 60% 80%
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問５ 今後の水道事業についてお尋ねします。

問１５ 地震に強い水道施設を目指して耐震化に取り組んでいますが、更なる取組には、多額の

費用（水道料金の値上げ）を要することが予想されます。今後の耐震化に取り組む姿勢

として、あなたはどのように取り組んでいくべきだと思いますか。 

(１) 水道料金が値上がりするとしても、出来るだけ地震に強い水道施設を目指す 

(２) 地震に強い水道施設も大切だが、水道料金への影響を抑え、最低限の整備を行

う 

(３)水道料金の値上げには絶対に反対であり、耐震化の対策は必要ない 

(４)わからない 

回答世帯数：788世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 地震に強い施設 271 34.4%

2 最低限の整備 474 60.1%

3 耐震化必要ない 18 2.3%

4 わからない 25 3.2%

計 788 100.0%

地震に強い施設
34.4%

最低限の整備
60.1%

耐震化必要ない
2.3%

わからない
3.2%
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問１６ 今後は、老朽化した施設の更新が課題となります。更新には、多額の費用（水道料金の

値上げ）を要することが予想されます。この課題解決に取り組む姿勢として、あなたは

どのように取り組んでいくべきだと思いますか。 

(１) 水道料金が値上がりするとしても、出来るだけ老朽化した施設の更新に取り組

む 

(２) 老朽化した施設の更新も大切だが、水道料金への影響を抑え、最低限の整備を

行う 

(３) 水道料金の値上げには絶対に反対であり、施設が壊れてから修理すればよい 

(４)わからない 

回答世帯数：789世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 出来るだけ更新 343 43.5%

2 最低限の整備 409 51.8%

3 壊れてから修理 10 1.3%

4 わからない 27 3.4%

計 789 100.0%

出来るだけ更新
43.5%

最低限の整備
51.8%

壊れてから修理
1.3%

わからない
3.4%
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問１７ 環境に配慮した施設運営に取り組んでいますが、今後の環境対策として、あなたはどの

ように取り組んでいくべきだと思いますか。（複数回答可） 

(１)水道施設の運営に係るエネルギーは、太陽光など環境にやさしい自然エネルギ

ーを導入する 

(２)省エネ対応の公用車を導入する 

(３)省エネ対応の照明器具やポンプ設備を導入する 

(４)費用対効果に見合わないエコ対策は実施しない 

(５)わからない  

回答世帯数：845世帯 

問１８ 今後の事業運営として、あなたは何を優先して取り組んでいくべきだと思いますか。 

(１)老朽化対策 

(２)耐震化対策 

(３)安全対策の強化 

(４)応急復旧体制の強化 

(５)利用者サービスの拡充 

(６)その他（             ） 

回答世帯数：755世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 自然エネルギーの導入 497 58.8%

2 省エネ対応の公用車の導入 138 16.3%

3 省エネ対応の器具・設備の導入 296 35.0%

4 見合わない対策は実施しない 268 31.7%

5 わからない 76 9.0%

（複数回答可）

計 1275 ―

58.8%

16.3%

35.0%

31.7%

9.0%

自然エネルギー
の導入

省エネ対応の
公用車の導入

省エネ対応の
器具・設備の導入

見合わない対策
は実施しない

わからない

0% 20% 40% 60% 80%

選択肢 回答数 構成比率

1 老朽化対策 389 51.5%

2 耐震化対策 65 8.6%

3 安全対策の強化 191 25.3%

4 応急復旧体制の強化 67 8.9%

5 サービスの拡充 35 4.6%

6 その他 8 1.1%

計 755 100.0%

老朽化対策
51.5%

耐震化対策
8.6%

安全対策の強化
25.3%

応急復旧体制の強化
8.9%

サービスの拡充
4.6%

その他
1.1%
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問６ お客さまサービスについてお尋ねします。 

問１９ これからも、より充実した水道サービスのご提供を心がけてまいります。その際の参考

としますので、今後どのようなサービスを望まれるか教えてください。（複数回答可） 

(１)お客様コールセンターの設置（夜間休日を含む各種問合せ対応の窓口） 

(２)キャッシュレス決済（クレジットカード、LINE PAYなど）による水道料金の支

払い 

(３)口座振替の取扱金融機関の増加 

(４)費用対効果に見合わないサービスは増やすべきではない 

(５)その他（             ） 

回答世帯数：845世帯 

問２０ 水道料金のお支払いがクレジットカードで可能な市町村（札幌市、千歳市など）もあり

ますが、カード会社に支払う手数料負担が増えるため、現在、恵庭市では行っておりま

せん。クレジットカードでのお支払いについて、あなたはどのような導入方法が望まし

いと思いますか。 

(１)手数料を自己負担 

(２)手数料を市が負担 

(３)導入しない 

(４)わからない 

回答世帯数：793世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 お客様コールセンターの設置 199 23.6%

2 キャッシュレス決済 161 19.1%

3 口座振替の取扱金融機関の増加 100 11.8%

4 見合わないサービス増やさない 472 55.9%

5 その他 19 2.2%

（複数回答可）

計 951 ―

23.6%

19.1%

11.8%

55.9%

2.2%

お客様コール
センターの設置

キャッシュレス
決済

口座振替の取扱
金融機関の増加

見合わないサー
ビス増やさない

その他

0% 20% 40% 60%

選択肢 回答数 構成比率

1 手数料自己負担 136 17.2%

2 手数料市が負担 141 17.8%

3 導入しない 414 52.1%

4 わからない 102 12.9%

計 793 100.0%

手数料自己負担
17.2%

手数料市が負担
17.8%

導入しない
52.1%

わからない
12.9%
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問７ 水道事業からの広報などについてお尋ねします。 

問２１ 水道について、あなたがもっと詳しく知りたいと思うことは何ですか。（複数回答可）

(１)水源に関すること 

(２)災害対策への取組み 

(３)水道水の水質に関すること 

(４)水道料金の仕組み 

(５)節水・環境保護への取組み 

(６)水道工事の内容や整備の状況 

(７)水道事業全体の経営状況 

(８)その他（             ） 

回答世帯数：845世帯 

問２２ 問２１で選んだ情報をどのようにして知りたいですか。（複数回答可） 

(１)市から配布される広報誌 

(２)市のホームページ 

(３)市によるイベント活動 

(４)水道独自の広報活動 

(５)その他（             ） 

回答世帯数：845世帯 

選択肢 回答数 構成比率

1 水源に関すること 291 34.4%

2 災害対策への取組み 406 48.0%

3 水道水の水質に関すること 450 53.3%

4 水道料金の仕組み 302 35.7%

5 節水・環境保護への取組み 166 19.6%

6 水道工事の内容や整備の状況 233 27.6%

7 水道事業全体の経営状況 229 27.1%

8 その他 13 1.5%

（複数回答可）

計 2090 ―

34.4%

48.0%

53.3%

35.7%

19.6%

27.6%

27.1%

1.5%

水源に関して

災害対策への取組み

水道水の水質に関して

水道料金の仕組み

節水・環境保護

工事内容や整備状況

経営状況

その他

0% 20% 40% 60%

選択肢 回答数 構成比率

1 市から配布される広報誌 641 75.9%

2 市のホームページ 262 31.0%

3 市によるイベント活動 46 5.4%

4 水道独自の広報活動 126 14.9%

5 その他 8 0.9%

（複数回答可）

計 1083 ―

75.9%

31.0%

5.4%

14.9%

0.9%

市から配布
される広報誌

市のHP

市による
イベント活動

水道独自の
広報活動

その他

0% 20% 40% 60% 80%
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水道事業は、市民のライフラインとして最も重要な役割を持ち、安定した生活や

事業を行うため将来も安全で安心な水道水を供給し続けることが重要です。

 恵庭市の水道は、昭和 32 年度の島松簡易水道事業創設後、昭和 37 年度に上水

道事業の認可を取得し現在に至っております。

 高度成長期とともに発展した恵庭市並びに水道事業は、給水人口及び使用水量の

増加に対応するため、石狩東部広域水道企業団に参画するとともに、施設整備を行

ってきました。

 平成 23 年 3 月 11 日には東日本大震災が発生し、多くの方の犠牲とライフライ

ンに甚大な被害が発生し、特に水道施設の復旧には長い時間を費やし、水道の重要

性を痛感させられたところであります。市民生活にとって安全で安心な水道が大変

重要なことが再認識され、恵庭市においても災害に強い水道を最優先に整備するこ

とが求められています。

 現状の浄水場は、漁川浄水場（石狩東部広域水道企業団）及び恵庭浄水場（恵庭

市）の 2 ヶ所共に漁川の水源であるため、今後は千歳川に水源を求め水源・浄水・

送水施設を 2 系統化とすることで、災害に強く安全で安心な水道の整備を推進して

いきます。また、創設当時の老朽化した施設や、新しいニーズに合わせて施設の更

新を行ってきましたが、グローバルな経済不況などにより給水収益の減少といった

状況下で安定した水道事業経営を行うため、様々な課題に対応することも重要です。

 ここに、将来に亘り市民が安全にそして安心して生活できるよう水道事業の基本

方針を立て、これらを現実のものとすべく具体的な施策方針をまとめた「恵庭市水

道ビジョン」を策定し、市民サービスの向上へ繋げるものであります。

平成２４年４月

恵庭市水道事業

                        恵庭市長 原 田   裕

ご あ い さ つ
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第１章 水道事業の概要
(１) 恵庭市の概要
 恵庭市は、行政区域内面積 294.87 ㎞ 2を有し、道都札幌市の南東 24 ㎞に位置し、恵

まれた交通アクセスと水と緑豊かで穏やかな気候風土を背景に、早くから住宅地整備を

進めると共に、大学・専門学校の誘致、工業団地の造成分譲など都市基盤の整備を進め、

これまで人口は着実に増えてきました。また、全国に誇るガーデニングのまち、花のま

ちとしても成長を続けています。

 しかし、少子高齢化による出生率の低下により人口の自然増加は見込めない中、災害

に強い安全で安心した「まちづくり」が重要となり、市民一人ひとりや企業、さらには

市を取り巻く環境にも大きな変化が求められるようになっています。

恵庭市人口の推移 
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(２) 水道事業の概要
 恵庭市水道事業は、島松簡易水道事業（昭和 32 年 12 月 1 日認可）に端を発し、昭

和 37 年度に恵庭市市街地を中心に上水道を創設、以来 48 年、その間 3 度の拡張事業

を経て、現在に至っております。

 現在の上水道事業は、人口の増加とともに増え続ける使用水量に対応するため、石狩

東部広域水道企業団（以下「水道企業団」という。）へ参画するとともに、第 3 次拡張

として昭和 54 年 3 月 22 日に水道事業認可を取得し、計画給水人口 80,500 人、１日最

大給水量 34,200ｍ3/日規模の施設整備を行ってきました。

 平成22年度の給水人口は68,587人、１日最大給水量は21,649ｍ3/日となっています。

 今後は、水道企業団が整備中の千歳川浄水場から平成 27 年度に受水を開始する計画

です。

① 水道事業の認可状況
項目 創設 第 1 次拡張 第 2 次拡張 第 3 次拡張

認可年月日
1962 年

昭和 37 年 12 月 28 日

1968 年

昭和 43 年 4 月 1 日

1970 年

昭和 45 年 3 月 31 日

1979 年

昭和 54 年 3 月 22 日

計画給水人口 15,000 人 20,000 人 34,000 人 80,500 人

計画 1 日

最大給水量
3,000ｍ3/日 3,750ｍ3/日 10,200ｍ3/日 34,200 /日

着工年月日
1963 年

昭和 38 年 7 月 15 日

1968 年

昭和 43 年 4 月 1 日

1970 年

昭和 45 年 4 月 1 日

1979 年

昭和 54 年 4 月 1 日

竣工年月日
1965 年

昭和 40 年 10 月 30 日

1969 年

昭和 44 年 3 月 31 日

1976 年

昭和 51 年 12 月 10 日
整備中

事業概要
島松簡易水道。柏木・

西島松専用水道統合

恵庭浄水場の整備 演習場、島松沢、盤尻の

一部を除く居住区域

水源内訳

漁川第 2 取水口

（伏流水）

0.0348ｍ3/s 
3,000ｍ3/日

漁川第 2 取水口

（伏流水）

0.0348ｍ3/s 
3,000ｍ3/日

柏木川

（表流水）

0.003ｍ3/ｓ
259ｍ3/日

ルルマップ川

（表流水）

0.00583ｍ3/ｓ
503ｍ3/日

漁川第 1 取水口

（表流水）

0.095ｍ3/s 
8,208ｍ3/日

漁川第 2 取水口

（伏流水）

0.026ｍ3/s 
2,246ｍ3/日

柏木川

（表流水）

0.003ｍ3/ｓ
259ｍ3/日

ルルマップ川

（表流水）

0.00583ｍ3/ｓ
503ｍ3/日

漁川第 1 取水口

（表流水）

0.0949ｍ3/s 
8,195ｍ3/日

漁川第 2 取水口

（伏流水）

0.0261ｍ3/s 
2,250ｍ3/日

柏木川

（表流水）

0.003ｍ3/ｓ
259ｍ3/日

ルルマップ川

（表流水）

0.00583ｍ3/ｓ
503ｍ3/日

水道企業団

24,000ｍ3/日
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② 水道事業の沿革

年 月 日 内  容

1957 年 昭和 32 年 12 月 1 日 島松簡易水道事業認可。計画給水人口 5,000 人、日最大 750ｍ3/日

1958 年 昭和 33 年 4 月 1 日 島松簡易水道事業給水開始。

1958 年 昭和 33 年 12 月 25 日 島松簡易水道事業工事完了。

1962 年 昭和 37 年 12 月 28 日
恵庭上水道事業の認可。計画人口 15,000 人

（内訳恵庭 10,000 人・島松 5,000 人）、日最大 3,000ｍ3/日

1964 年 昭和 39 年 3 月 10 日 上水道事業給水開始（伏流水）。恵庭浄水場稼働開始。

1964 年 昭和 39 年 11 月 15 日 柏木専用水道布設工事の認可。計画人口 237 人、上水道より分水。

1965 年 昭和 40 年 4 月 1 日 柏木専用水道給水開始。

1965 年 昭和 40 年 9 月 22 日 西島松専用水道布設工事の認可。計画人口 216 人、上水道より分水。

1965 年 昭和 40 年 10 月 30 日 恵庭町上水道事業工事完了。

1965 年 昭和 40 年 12 月 10 日 柏木専用水道布設工事完了。

1965 年 昭和 40 年 12 月 20 日 西島松専用水道布設工事完了。

1966 年 昭和 41 年 4 月 1 日 西島松専用水道給水開始。

1968 年 昭和 43 年 3 月 31 日 島松簡易水道、柏木・西島松専用水道は恵庭上水道に統合のため廃止。

1968 年 昭和 43 年 4 月 1 日 統合により第 1 次拡張事業認可。計画人口 20,000 人､日最大 3,750ｍ3/日

1970 年 昭和 45 年 3 月 31 日 第 2 次拡張事業認可。計画人口 34,000 人、日最大 10,200ｍ3/日

1971 年 昭和 46 年 8 月 25 日 島松配水池増築工事完了。

1971 年 昭和 46 年 9 月 13 日 島松仮取水施設・導水管布設工事完了。

1971 年 昭和 46 年 11 月 2 日 柏木増圧ポンプ場施設工事完了。

1974 年 昭和 49 年 4 月 1 日 水道企業団設立。江別市、千歳市、恵庭市、広島町

1974 年 昭和 49 年 5 月 恵庭浄水場 表流水の沈殿・ろ過処理開始。

1975 年 昭和 50 年 4 月 1 日 島松浄水場運転休止。

1976 年 昭和 51 年 12 月 10 日 恵庭上水道第 2 次拡張事業工事完了。

1979 年 昭和 54 年 3 月 22 日 上水道第 3 次拡張事業認可。計画人口 80,500 人、日最大 34,200ｍ3/日

1980 年 昭和 55 年 4 月 9 日 水道企業団より柏木配水池へ受水開始。9,000ｍ3/日

1980 年 昭和 55 年 12 月 27 日 第 3 次拡張事業１期分工事完了。（恵み野ルート）

1981 年 昭和 56 年 6 月 1 日 恵庭浄水場の浄水処理を時間運転に変更。

1982 年 昭和 57 年 12 月 25 日 水道企業団より牧場配水池へ 15,000ｍ3/日受水開始。

1985 年 昭和 60 年 12 月 自衛隊南恵庭駐屯地へ給水開始。

1987 年 昭和 62～63 年 第 3 次拡張事業 2 期分工事。（φ500、漁川横断）

  部は、創設、第１～３次拡張を表す
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年 月 日 内  容

1989 年 平成元年 10 月 30 日 恵庭浄水場第 1 期改良工事完了。

1989 年 平成元年 11 月 6 日 恵庭浄水場の浄水処理を時間運転で再開。

1990 年 平成 2 年 10 月 30 日 第 3 次拡張事業 3 期分開始。

1993 年 平成 5 年 4 月 夕張シューパロダム広域水道事業準備室設置。

1993 年 平成 5 年 6 月 16 日 牧場第 2 配水池工事着工。容量 3,150ｍ3、有効水深 3.5ｍ、RC 造 1 槽

1993 年 平成 5 年 6 月 18 日 配水区域変更。（将来区域の変更）

1994 年 平成 6 年 3 月 7 日 「水道企業団拡張整備計画の同意 議案第 11 号」を恵庭市議会で議決

1994 年 平成 6 年 3 月 配水管基本計画委託完了。

1994 年 平成 6 年 9 月 16 日 配水管理棟新設工事着工。

1994 年 平成 6 年 10 月 22 日 牧場第 2 配水池通水開始。

1995 年 平成 7 年 3 月 27 日 配水管理棟新設(建築)工事完了。

1995 年 平成 7 年 4 月 水道企業団拡張事業 由仁町、長幌上水道企業団が参画

1995 年 平成 7 年 7 月 20 日
柏木第 2 配水池工事着工。

容量 2,400ｍ3、有効水深 6.0ｍ、PC 造１槽 第３次４期拡張事業開始。

1995 年 平成 7 年 8 月 23 日 恵庭浄水場改修工事着工。（建築・プラント機械）

1995 年 平成 7 年 11 月 22 日 専用送水管工事着工。牧場配水池から柏木配水池連絡管φ400L=3.9 ㎞

1996 年 平成 8 年 3 月 夕張シューパロダムの建設事業に関する基本協定書の締結

1996 年 平成 8 年 8 月 22 日 牧場配水ポンプ場躯体工事着工。

1996 年 平成 8 年 10 月 17 日 柏木第 2 配水池通水開始。

1997 年 平成 9 年 3 月 26 日 恵庭浄水場改修工事完了。

1997 年 平成 9 年 7 月 8 日 恵庭浄水場 浄水処理の運転本格稼働。（表流水）

1997 年 平成 9 年 11 月 恵庭浄水場 簡易活性炭注入設備完了。

1999 年 平成 11 年 3 月 専用送水管通水開始。（自然流下） 8,400ｍ3/日

1999 年 平成 11 年 3 月 水道企業団が千歳川浄水場建設工事に着手

2003 年 平成 15 年 3 月 10 日 新水道庁舎へ事務所移転、業務開始。

2004 年 平成 16 年 4 月 1 日 水道料金等徴収業務民間委託。

2004 年 平成 16 年 10 月 1 日 検針用ハンディターミナル導入。

2004 年 平成 16 年 12 月 20 日 柏木増圧ポンプ場改築工事完了。

2005 年 平成 17 年 10 月 1 日 メーター使用料の廃止。（平成 17 年 10 月分より）

2010 年 平成 22 年 3 月 31 日 牧場配水池耐震化工事完了。

2010 年 平成 22 年 6 月 23 日 漁川水利権更新。許可期限 平成 31 年 3 月 31 日
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③ 全体平面図
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④ 水道基幹施設位置図（水道企業団含む）
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8,000ｍ3/日
水利権許可期限

Ｈ31.3.31 

15,000ｍ3/日

自 然 流 下自 然 流 下

ポンプ圧送ポンプ圧送

至長幌水道企業団、由仁町 至 江 別

9,000ｍ3/日

※水道企業団；石狩東部広域水道企業団

⑤ 水道施設系統図

水道企業団

千歳川浄水場

水道企業団

漁川浄水場

恵庭浄水場

牧場配水池 柏木配水池

漁川左岸：北島・穂栄・林田・

下島松・中島松・島松本町・

島松旭町・島松仲町・島松寿

町・島松東町・南島松・西島松・

恵み野・島松沢・北柏木町・柏

陽町・恵央町・中島町

漁川右岸：漁太・春日・中央・

上山口・黄金北・黄金町・戸磯・

福住町・新町・京町・末広町・

栄恵町・緑町・相生町・住吉町・

和光町・本町・漁町・泉町・桜

町・白樺町・駒場町・恵南

漁川左岸：有明町・大町・文京

町・幸町・牧場・柏木町・盤尻

の一部

西島松の一部

島松沢

柏木町の一部

凡例

恵庭市水道施設

恵庭市専用送水管

漁川浄水場系施設

千歳川浄水場系施設

6,400ｍ3/日
H27 度受水可能
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⑥ 水道施設の概要

名  称 給水能力 住所 施設名 築造年度 構造 容量 

第1取水口 昭和49年度 RC造   

管理棟 平成7年度 RC造   

混和池 昭和49年度 RC造   

フロック形成

池 
昭和49年度 RC造   

薬品沈澱池 昭和49年度 RC造   

急速濾過池 昭和49年度 RC造   

恵庭浄水場 
8,000 

ｍ3/日 

牧場 

226 

番地 

浄水池 昭和49年度 RC造 536ｍ3

水道庁舎   
京町 85 番

地2 
水道庁舎 

平成4年度建造物 

平成14年度取得 
RC造   

牧場配水池 昭和48年度 RC造 

HWL=78.000ｍ 

牧場 

258 

番地8 

第一配水池 
平成20年度耐震補強 内 20.7X24.9-2 

3,360ｍ3

LWL=74.500ｍ 平成5年度 RC造 

有効水深 3.50m 

12,670 

ｍ3/日 

供用開始 

平成6年度 
第二配水池 

平成21年度耐震補強 内 36.2X27.0 
3,150ｍ3

送水ポンプ室   
牧場 

258 

番地8 
  平成 10年度 RC造 

ポンプ施設 

は未施工 

柏木配水池 PC円形ﾄﾞｰﾑ 

HWL=69.000ｍ 

桜森１４番

地 
第一配水池 昭和54年度 

（内径30.5m） 
4,300ｍ3

LWL=63.000ｍ PC円形ﾄﾞｰﾑ 

有効水深 6.00m 

13,100 

ｍ3/日 
供用開始 

平成8年度 
第二配水池 平成8年度 

（内径23.0m） 
2,400ｍ3

RC造 φ65 西島松 

増圧ポンプ場 
640ｍ3

西島松

105番地 

西島松 

増圧ポンプ場 
平成24年度更新 

給水戸数27戸 0.45ｍ3/分 

柏木 RC造 φ65 
柏木増圧ポンプ場 410ｍ3

柏木431

番地38 
増圧ポンプ場 

平成16年度更新 
給水戸数34戸 0.57ｍ3/分 
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第２章 事業の現状分析と評価

 恵庭市水道ビジョンでは水道事業の現状分析と評価を行い、水道ビジョンの主要政策

課題である『安心』『安定』『持続』『環境』の項目について分類、整理します。

(１) 安全な水、快適な水が供給されているか
 恵庭市の水道の普及率は平成 22 年度に 99.3％であり、全国平均 97.5％（平成 21 年

度）を上回っており、ほとんどの市民が水道の供給を受けております。

 蛇口をひねればいつでも水道を利用できる今日の状況において、市民の水道に関する

最大の関心は供給される水の安全性・快適性であるといえます。

① 水源の水質

 恵庭市の水道は水道企業団の「漁川浄水場」と恵庭市の「恵庭浄水場」の 2 つの浄水

場で処理しています。

 水源である漁川ダム周辺は国有林がその大部分を占めており、水質汚濁の発生源とな

る工場などの施設や農薬を散布する地点もないことから、水源の環境としては良好な状

態にあります。

 しかしながら、漁川ダムでは、夏

期には珪藻類など（水中植物）の増

殖や、カビ臭の発生がみられること

から、富栄養化対策として、貯水循

環を目的とした空気揚水筒を設置す

るなどの対策を実施しています。

 水道企業団漁川浄水場は漁川ダム

下流 4 ㎞に位置し上流の河川表流水

を取水していますが、恵庭浄水場は、

漁川ダム下流 9 ㎞から取水している

ことからその間にはゴルフ場があり、

水質を悪化させる可能性があるため、

水源水質は常に監視を続けなければ

なりません。

 恵庭市は、水道水源の水質を保全

することにより、市民の健康で文化

的な生活を確保することを目的に、

｢恵庭市漁川流域に係る水道水源の

水質の保全に関する条例｣（平成 11
年 4 月 1 日条例第 15 号。以下｢水質

の保全に関する条例｣という。）を定

め、監視しています。

水源と浄水場 

漁川上流

漁川ダム

漁川下流

水道企業団
　漁川浄水場

恵庭市
　恵庭浄水場

ゴルフ場

ゴルフ場



第 2 章 事業の現状分析と評価

11

② 水源の水質事故

 恵庭浄水場の取水口上流にはゴルフ場を有しているため、水源水質は常に監視を行っ

ています。そこで、「水質の保全に関する条例」を定め、ゴルフ場、廃棄物の最終処分

場など、水道水源保全地域内の人の健康に被害を生じる恐れについて排水基準に従い、

年 1 回の測定を義務付け水質の異常を未然に防ぐ対策を行っています。

 しかしながら、平成 14 年 6 月には、漁川ダム上流（盤尻）でタンクローリーが横転

し、重油 2.5 キロリットルが流出する事故が発生しており、恵庭浄水場及び水道企業団

漁川浄水場の両方が汚染を受ける危険性がありました。河川上流に道路がある以上、今

後も、突発的な汚染事故が起きる危険性は排除できません。

 このように、恵庭浄水場と水道企業団漁川浄水場は同一河川である漁川を水源として

いることから、漁川ダム上流域で水質事故が発生した場合には 2 つの浄水場が一度に汚

染を受け、安全な水、快適な水の確保が困難になり、市民生活に多大な影響を及ぼす恐

れがあります。

 この対策としては既に、水道企業団の拡張事業が進行しており、国立公園である支笏

湖が源流の清浄な千歳川を水源とする水道企業団千歳川浄水場から平成 27 年度に供給

を受ける予定です。

 したがって、平成 27 年度以降は、導送水及び浄水施設は二系統化され、安全で安心

な体制が実現されます。
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③ 浄水の水質

 水道水の安全性は、適切な浄水施設と運転管理及び定期的な水質検査によって確保さ

れます。

 恵庭市では、水道法で定められている水質検査を水源から蛇口まで行い、安全な水の

供給を行っております。毎年始めに『水質検査計画』を立て、色・濁り・残留塩素（消

毒の残留効果）の毎日検査、50 項目の水質基準項目、17 項目の水質管理項目、さらに

自主検査を定期的に実行し安全でおいしい水を供給できるように体制を整え、安全な水

道水の安全性を一層高め、今後とも国民が安心しておいしく飲める水道水を安定的に供

給することを目的に、水道事業者が『水安全計画』を作成することを推奨しています。

 水質検査は既に水道企業団の「水質検査センター」を中心に展開していますが、将来

的には水道企業団による構成団体の配水水質の集中監視など、広域化を視野に入れた取

組みも重要です。
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④ 浄水の異臭味

 水道水源である漁川ダムは、昭和 56 年度の集中豪雨により、漁川ダム上流で樹木の

倒壊や斜面崩壊が起き、大量の土砂がダム湖に流入し、原水中にカビ臭が発生しました。

 このため、浄水場では活性炭注入によりカビ臭を吸着除去する対策を行っています。

 さらに漁川ダムでは昭和 62 年度以降ダム湖内の堆積土砂の搬出を実施し、平成 15
年度にはダム湖水質改善のために空気揚水筒を設置するなどの対策を行い、水道水のカ

ビ臭の発生防止に努め近年はおいしい水を供給しています。

 また、塩素臭については、『塩素臭から見たおいしい水達成率』の道央圏 6 市の平均

23％に対して、恵庭市は 50～65％と優れた状況を維持しており、優良（残留塩素が少

なく、臭いも少ない）といえます。

浄水の異臭味 

H18 H19 H20 H21

1105 カビ臭から見たおいしい水達成率 ↑ ％ 100 95 100 100 97

1106 塩素臭から見たおいしい水達成率 ↑ ％ 65 65 65 50 23

道央圏6市の
平均　Ｈ20

業務指標
指標の
優位性

単位
恵庭市

指標の優位性とは、値の大小どちらが良いか示したのであり、値が大きい方が良い場合は↑、小さい場合

が良い場合は↓で示しています。

カビ臭から見たおいしい水達成率(％) 
＝{(1－ジェオスミン最大濃度／水質基準値) 

＋(1－2-メチルイソボルネオ一ル最大濃度／水質基準値)}／2×100 
カビ臭に関する水質基準の達成度を表します。

カビ臭が全く含まれないと 100％になります。

塩素臭から見たおいしい水達成率(％) 
＝{1－(年間残留塩素最大濃度－残留塩素水質管理目標値) 

／残留塩素水質管理目標値}×100 
水質基準を満たした上で、よりおいしい水を給水するための達成度を表し

ます。

残留塩素が低い方が数値は高くなります。
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 恵庭市が平成 23 年 10 月に実施したアンケート調査では、水質面の改善要望に関し

て、774 世帯から回答が寄せられました。

 内容は、塩素臭を少なくするが 362 件、カビ・泥臭などの発生を少なくするが 248
件あった一方、水質基準に適合していればよいとの回答も 312 件寄せられました。

 したがって、現状が水質基準適合した安全な水であることについて、ＰＲを強化す

ると共に、一層の塩素臭（カルキ臭）、カビ・泥臭の低減に努める必要があります。

水道水の水質改善要望 

362

248

312

73

30

0 100 200 300 400 500

(１)塩素臭（カルキ臭）

を少なくする　　　　　

(２)カビ・泥臭等の発生

を少なくする　　　　　

(３)水質基準に適合して
いればよい　　　　　　

(４)わからない　　　　

(５)その他　　　　　　

回答件数（件）

平成 23 年 10 月アンケート調査 

アンケート発送数 2,000 通

アンケート回答数   866 通

回 答 率     43.3％
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⑤ 貯水槽水道及び直結給水

 ビルやマンションなどの高い建築物で、配水管から給水された水をいったん貯水槽

（受水槽）に貯め、ポンプなどにより各利用者へ給水する建物内水道を総称して「貯水

槽水道」といいます。

 今回実施したアンケート調査では、一戸建てにお住まいの方は約 25％の方が水道水

をおいしいと回答されており、普通とする方を合せると約 90％に達します。

 ３階建以下のアパートマンションなどの集合住宅のほとんどは、住宅設備である貯

水槽を通さず、恵庭市の水道管から直接ご自宅の台所などに水道水が届いています。

 この方々は、一戸建てにお住まいの方よりもおいしい又は普通と回答された方は減

りますがそれでも、70％以上の方がおいしい・普通と回答されています。

 ４階建以上のアパートマンションなどの集合住宅のほとんどは、恵庭市の水道水は

住宅設備である貯水槽に一度ためてから、ご自宅の台所などに配られています。この

方々35 件の内、おいしいと回答されたのは 3 件、10％以下に低迷しています。

 このことからも、アパートマンションなどの集合住宅における貯水槽および給水設

備の管理が重要なことがわかります。

お住まいと水道水の味 

170件

16件

3件

4件

443件

61件

21件

3件

45件

19件

7件

2件

26件

11件

4件

1件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一戸建て　　　　　　

３階建以下の集合住宅

４階建以上の集合住宅

その他　　　　　　　

(１)おいしい (２)普通 (３)おいしくない (４)わからない

回答件数の割合
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 市内には、有効容量が 10ｍ3を超える貯水槽水道が 75 件、有効容量が 10ｍ3以下の

貯水槽水道が 156 件あり、住宅の蛇口まで清浄な水質を保つためには、これらの貯水

槽が適切に管理される必要があります。

 そのため、有効容量が 10ｍ3を超える貯水槽水道については水道法により貯水槽設置

者に下記の管理が義務付けられており、有効容量が 10ｍ3以下の貯水槽水道についても

恵庭市水道事業給水条例により貯水槽設置者が自主的に下記の管理を行うよう定め、蛇

口での水質確保を図っています。

～ 貯水槽の管理 ～ 

１ 水槽の掃除を１年以内ごと１回、定期に行う。 

２ 水槽などの施設を点検し、水の汚染防止に努める。 

３ 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに注意し、 

異常があれば必要な水質検査を行う。 

４ 供給している水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは 

直ちに給水を停止し、利用者や保健所に連絡する。 

５ １年以内ごとに１回、水質検査を受ける。 

貯水槽の点検・清掃 
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 また、恵庭市では従来、配水管の水圧では直接給水できない４階建て以上のビルやマ

ンションなどの高い建築物について、貯水槽を経由した給水方式をとっていました。

 しかしながら貯水槽は衛生管理が難しいため、平成 15 年度からは、下記のように取

扱いを変更しています。

～ 直結給水の取扱い ～ 

１ 水圧が充分なところでは 5階程度まで直結直圧給水することができます。 

２ 配水管整備状況により 10 階程度まで直結加圧給水することができます。 

３ 条件により貯水槽（受水槽）方式から直結方式へ切替えることができます。 

直結給水方法 

 今後も貯水槽の衛生管理の指導強化及び直結給水の拡大を推進することで、蛇口での

水質確保、おいしい水の提供に努めます。

直結加圧ポンプ 
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【安心に係る課題の抽出】

水源水質事故による恵庭浄水場と水道企業団漁川浄水場の同時汚染 

 恵庭浄水場及び水道企業団漁川浄水場は、同じ漁川を水

源としており、漁川ダム上流域で水質事故や災害が発生し

た場合には両浄水場が一度に汚染を受け、市民生活に多大

な影響を及ぼす恐れがあります。 

⇒ 水道企業団千歳川浄

水場からの受水 

水質管理の充実 

 一層安全な水、快適な水を供給することを確実にするた

めに、水源から給水まで水道システムに存在する危害を抽

出・特定し、それらを継続的に監視・制御することが重要

です。 

⇒ 水安全計画の策定 

 水質検査は既に水道企業団水質検査センターを中心に

展開していますが、将来的には水道企業団による構成団体

の配水水質の集中監視などの広域化を視野に入れた取組

みも重要です。 

⇒ 運転管理の広域化の

推進 

安全でおいしい水の確保 

 恵庭市の水道水が水質基準を満たした安全な水であり、

安心して飲用できることのＰＲを強化します。 ⇒ 水質状況の広報充実 

 水道企業団と協力し、アンケート調査で要望の高かっ

た、塩素臭などの低減を図ります。 ⇒ 運転管理の広域化の

推進（重複） 

 貯水槽について、衛生管理の指導強化を図ります。 ⇒ 貯水槽の衛生管理の

指導強化 

 貯水槽水道を廃止できるよう、直結給水への切り替えを

推奨します。 ⇒ 直結給水の推奨 
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(２) いつでも使えるように供給されているか

 水道は国民生活にとって不可欠なものであり、その安定的な供給には不断の努力が必

要です。

 また、水道の高普及率を達成し市民の生活様式や多様なニーズに応えなければならな

い今、災害などで水道が停止した場合の市民の生活や社会活動に与える影響はとても大

きく、東日本大震災を教訓にし、災害時の影響を最小限に抑えるために必要な措置をと

ることが水道事業者に求められています。

① 水道の普及状況

 恵庭市の水道普及率は平成 12年度に 99％を超え、平成 20年度以降 99.3％を維持し
ています。

 平成 21年度における全国平均 97.5％、北海道平均 97.6％を上回る高普及率を達成し
ている状況です。

一方、上水道区域内に住む約 68,800 人の内、480 人程度が地下水を利用して生活し
ている状況にあります。

恵庭市では、広報誌、ホームページ及び浄水場見学会などをとおして、安全な水質が

確保されている水道の普及促進に取り組んでいます。

水道の普及状況 
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② 需要の見込み

１）給水人口 

 給水人口の推移は料金収入に直結し、将来の経営計画に大きく影響します。

 恵庭市の人口は増加傾向が続いていますが、近年は少子高齢化により、人口増加率は

鈍化傾向にあります。都市計画マスタープランでは、平成 27 年度以降は約 71,000 人
の横ばいで推移すると計画しています。

 同様に上水道給水人口は、平成 27年度以降は微増から横這いで推移すると見込まれ
ます。

給水人口の実績と将来想定 
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実績 見込

給水人口 行政区域内人口

　　　　H27からH33
行政区域内人口　71,000人
給水区域内人口　70,490人

人口(人)

年　　度

人口問題研究所推計値を基にした恵庭市都市計画マスタープランの将来人口目標より
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２）給水量 

 給水量の推移は料金収入に直結し、将来の経営計画に大きく影響します。

 平成 22年度の実績は、家事用が 76.5％と有収水量の大半を占めています。その推移
は、給水人口の増加とともに微増であります。

 家事用外は平成 20、21年度に上水道から地下水への転換により減少しています。平
成 22年度においては、企業や団体が 75ヶ所の井戸を所有し、１日平均 7,200ｍ3程度

の地下水が利用されています。

 上水道の１日平均給水量は平成 19年度の 19,500ｍ3/日をピークに増加傾向が鈍化し
てきており、１日最大給水量は 23,000m3/日前後で変動している状況から、今後の人口
安定化を考慮すると、大きな増加あるいは減少に転じることはないと予想されます。

 ただし、近年は恵庭市内の一部において地下水水質悪化や水源枯渇が報告されている

ことから、将来、地下水使用に支障が生じた場合には、地下水利用事業者の事業継続が

危ぶまれます。

 したがって、整備に長期間を要する水源や浄水場施設などの供給能力は、現況の推移

として予想される 23,000m3/日に、地下水利用量約 7,200m3/日を加算した約 30,200m3/
日程度をあらかじめ確保しておく必要があります。

 この水量は、平成 16年度に水道企業団が水道事業再評価を実施した際に下方修正し
た恵庭市の計画給水量 30,400m3/日にほぼ一致しています。

給水量の実績と将来想定 
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8,000ｍ3/日
平成 27年度休廃止予定

24,000ｍ3/日

24,000ｍ3/日

③ 供給能力の状況

１）浄水場の能力 

 恵庭市の水道は、恵庭浄水場が 8,000 /日の浄水能力を有し、水道企業団漁川浄水
場から 24,000ｍ3/日の受水量を確保しているので、合わせて供給能力 32,000ｍ3/日を有
しています。

 平成27年度には新たに水道企業団千歳川浄水場から6,400ｍ3/日を受水する計画とな
っており、それ以降は恵庭浄水場を休廃止しても水道企業団漁川浄水場と水道企業団千

歳川浄水場の二系統からの受水で、30,400ｍ3/日を確保できます。

水道企業団

漁川浄水場
恵庭浄水場

平成 26年度まで
32,000ｍ3/日 

水道企業団

千歳川浄水場

水道企業団

漁川浄水場

平成 27年度以降
30,400ｍ3/日 

6,400ｍ3/日
平成 27年度受水可能

現在の供給能力

平成27年以降の供給能力
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２）配水池の能力 

 配水池は、浄水場で作られた水道水を貯留し、配水量の時間変動を調整する機能を持

つとともに、非常時にはその貯留量を利用して水道利用者への影響を軽減する役割を持

っています。

 恵庭市の配水池は、牧場配水池と柏木配水池の 2ヶ所あり、それぞれ分担する区域に
標高差を利用して適切な水圧で配水しています。一部水圧の低い地域は、ポンプ圧送に

より水圧を確保しています。

 配水池は、水道使用の時間変動に対応し、非常時にも一定の時間、必要な水量、水圧

を維持できる能力を持っています。このため水道水の水瓶である配水池容量は、１日最

大給水量の 12時間分以上を確保することが目安とされており、恵庭市の配水池は 14.5
時間分を確保しています。

 なお、牧場配水池が分担している地域は給水量が増加傾向にあるため、今後、貯留時

間が 12時間を下回るような状況になった場合は、増設を検討する必要があります。

１日最大給水量に対する配水池貯留能力（平成 22 年度） 

配水池名称 
給水量 

(ｍ3/日) 

配水池容量 

(ｍ3) 

貯留時間 

（hr） 

柏木配水池 9,489 6,700 16.9 

牧場配水池 12,336 6,510 12.7 

計 21,825 13,210 14.5 

柏木配水池           牧場配水池 
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④ 耐震化の進捗状況

 阪神・淡路大震災、また平成 23 年 3 月 11 日発生の東日本大震災など、近年、日本
各地で甚大な被害が生じる大地震が発生しており、浄水場や配水池及び配水管路におい

ても多大な被害が生じ、ライフラインとしての機能を確保できなかったことから、水道

施設の耐震化の重要性を痛感しているところです。

 被災時の市民の生命、安全の確保のために、災害時にも安定した給水を維持するには、

基幹施設や配水管路の耐震化が重要です。

１）水道施設の耐震化 

 恵庭市の水道施設の耐震性は、水道施設の耐震性の下表のとおりです。

 恵庭浄水場では、管理棟に耐震性がある一方、薬品沈澱池や浄水池といった浄水処理

用の池棟では耐震性が不足しており、震度 5程度の地震でも施設に被害が生じ、浄水処
理が機能しなくなる恐れがあります。

 恵庭浄水場の池棟が被災した場合には、平均給水量の 18,900ｍ3/日程度であれば、水
道企業団漁川浄水場の 24,000ｍ3/日で賄うことが可能です。また、平成 27年度には水
道企業団が整備中の千歳川浄水場から 6,400ｍ3/日を受水できるようになるため、複数
系統の水源を持つこととなり災害時にも強い水道ネットワークを構築することで、さら

に安定した生活用水を確保できます。

 水道庁舎、牧場配水池、柏木配水池及び柏木増圧ポンプ場については、既に耐震性が

確保されており、西島松増圧ポンプ場は平成 24年度の更新の際に耐震化される予定で
す。

 したがって、主要な施設の耐震性は確保される予定です。

水道施設の耐震性
名 称給 水 能 力施 設 名築 造 年 度構 造容 量耐 震 性

第1取水口 昭和48年度 RC造 －

管理棟 平成7年度 RC造 ○

混和池 昭和49年度 RC造　 －

フロック形成池 昭和49年度 RC造 －

薬品沈澱池 昭和49年度 RC造 ×

急速濾過池 昭和49年度 RC造 ○

浄水池 昭和49年度 RC造 536ｍ3 ×

平成4年度建造物 RC造

平成14年度取得

牧場配水池 昭和48年度 RC造

HWL=78.000ｍ 平成20年度耐震補強 内 20.7X24.9-2 ○

LWL=74.500ｍ 平成5年度 RC造

有効水深 3.50m 平成21年度耐震補強 内 36.2X27.0

送水ポンプ室 平成10年度 RC造
　ポンプ施設
は未施工

○

柏木配水池 PC円形ﾄﾞｰﾑ

HWL=69.000ｍ （内径30.5m）

LWL=63.000ｍ PC円形ﾄﾞｰﾑ

有効水深 6.00m （内径23.0m）

西島松 RC造 φ65

増圧ポンプ場 0.45ｍ3/分

柏木 RC造 φ65

増圧ポンプ場 0.57ｍ3/分

第一配水池

第二配水池

水道庁舎 水道庁舎 ○

○

○平成16年度更新

平成24年度更新

平成8年度

昭和54年度

○

3,150ｍ
3 ○

○

2,400ｍ
3

恵庭浄水場 8,000ｍ3/日

12,670ｍ3/日

13,100ｍ3/日

3,360ｍ3

4,300ｍ3

西島松増圧ポンプ場

柏木増圧ポンプ場

640ｍ3

410ｍ
3

第一配水池

第二配水池

昭和 49 年度 
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２）管路の耐震化 

 恵庭市の管路の耐震化状況は下表及び次頁のとおりで、耐震率（概ね震度６を超える

ようなレベル２地震動に対する耐震適合性）は基幹管路で 64.0％、配水支管で 17.0％
となっています。

 基幹管路は、管自体は強靭なダクタイル鋳鉄管であり、概ね震度５程度までのレベル

１地震動には耐えられます。

 レベル２の大地震時には、一部の古いタイプの継手部分で抜出しによる漏水が発生す

ると予想されますが、配管自体の破壊による大規模漏水が発生する可能性は低く、バッ

クアップ管路網が整備されていることにより、短時間での復旧が可能です。

 配水支管については、発生確率がやや高いレベル１地震動に対して個々に軽微な被害

が生じても、その機能保持が可能である必要があり、対応出来ない老朽塩化ビニール管

（TS継手、約 90㎞）の耐震化を重要度に応じて計画的に行う必要があります。
 これらは、老朽管の更新計画と併せて、今後作成する「恵庭市水道施設の耐震化計画」

に基づいて行う予定です。

水道管路の耐震率 

名  称 施 設 名 規  模 構  造 耐震率 

基幹管路 配水管、導水管、送水管 Ф600 からФ250 
ダクタイル鋳鉄管、鋼管、 

ポリエチレン管 
64.0％ 

配水支管 配水管 Ф200 からФ25 
ダクタイル鋳鉄管、鋼管、 

塩ビ管、ポリエチレン管 
17.0％ 

３）水道企業団の耐震化 

 水道企業団漁川浄水場は、一部耐震性の不足している部分について耐震補強工事を実

施しております。

 漁川系送水管はレベル２地震動に対しても概ね機能保持は可能ですが、水管橋などの

一部耐震補強が必要となっている部分については、恵庭市としても耐震化を働きかけて

いきます。

 一方、水道企業団千歳川浄水場及びその管路は全区間で耐震化されております。
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管
路
の
耐
震
化
状
況

（
平
成

2
2
年

度
、

単
位
：

ｍ
）
 

材質 導水管

ダクタイル鋳鉄管

口径  mm NSなど K・T A SGPW SUS TS RR PeP HPPE K・T NSなど K・T

600 672 1,776 68 2,516

500 2,630 458 3,088

450 2,852 2,852

400 4,073 22 427 4,488 9,010

350 418 3,568 3,986

300 1,063 1,051 485 2,599

250 1,351 7,783 18 28 65 0 9,245

小計１ 1,735 14,150 11,836 40 28 65 0 458 495 4,488 33,295

○ ○ △ ○ ○  △  ○  ○ ○ ○ 33,295 △含む

100.00%

○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○ 21,459

64.00%

200 80 7,297 21,565 94 65 1,634 0 30,735
150 19,594 41,389 38 114 758 0 61,893
100 447 20,249 35,887 125 262 23,177 41,919 949 0 123,015
80 40 61 101
75 29,112 46,585 28,478 44,814 0 148,989
50 29,216 63,472 69 92,757
40 2,992 1,456 4,448
30 5,768 1,719 7,487
25 70 70

小計２ 527 76,252 145,426 297 502 89,631 86,733 66,717 3,410 0 0 0 0 469,495

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 379,864

81.00%

○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○ 80,988

17.00%

2,262 90,402 157,262 337 530 89,631 86,733 66,717 3,475 0 458 495 4,488

82.00%
20.00%

注）１ 配水管～ 配水池からの浄水を配水支管へ分配又は給水装置を分岐するもの
2 導水管～ 取水施設から浄水施設まで原水を導く管路施設
3 送水管～ 浄水施設から配水池まで又は配水池から配水池まで送水する管路施設
4 配水池～

塩化ビニール管

レベル１での耐震率（支管延長に対し）

レベル２での耐震率（支管延長に対し）

配　　水　　管

石綿管
ポリエチレン管ダクタイル鋳鉄管 鋼管

レベル２対応

基
幹
管
路

配水管計 497,349

レベル１対応

摘要

レベル１での耐震率（基幹管路全体に対
し）

レベル２での耐震率（基幹管路全体に対
し）

送水管

ダクタイル鋳鉄管 計

浄水場又は他の配水池からの送水を受け、当該配水区域の需要量に応じた配水を行うための浄水貯留池で、配水量の時間変動を調整する機
能と共に、非常時ににも一定の時間、所定の水量・水圧を維持できる機能をもつ施設で、日最大給水量の１２時間以上の貯留能力をもつ

レベル１対応

レベル２対応

総　計

配
水
支
管

レベル１での耐震率
レベル２での耐震率

全管路長に対して

502,790
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 参考として、今回実施したアンケート調査では、地震などの災害時に最も重要なラ

イフラインとして「上水道」が最も大切と回答された方が 525件を占めています。

最も重要なライフライン 

525

110

364

22

78

55

0 100 200 300 400 500 600

(１)上水道　　　

(２)下水道　　　

(３)電　気　　　

(４)ＬＰガス　　

(５)通信・情報網

(６)道路網　　　

回答件数（件）

 これを裏付けるように、水道施設の老朽化・耐震化への対応姿勢については、水道

料金が多少上がるとしても改修を進める主旨の回答は 21％あり、水道料金をできるだ
け上げない範囲で改修を進めるべきとの回答 74％を合せると、95％の高い割合で耐震
化などの推進が求められています。

水道料金の印象と水道施設の老朽化・耐震化への対応姿勢 

(２)水道料金をで

きるだけ上げない

範囲で、改修を進

めるべき

619件

74%

(１)水道料金が多
少上がるとして

も、安定的な給水

体制を確保するた

めにできるだけ早

く改修すべき

178件
21%

(４)わからない

25件

3%

(３)地震や断水事
故が発生した段階

で、修繕に当たる

べき

15件

2%
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⑤ 水源、浄水場などの二系統化

 水道施設は平常時の安定給水はもとより、地震時・渇水などの災害時や事故などの非

常時にも必要な水が確保できるよう、高い安全性、安定性を有しなければなりません。

 地震時や渇水時に複数の施設が連携し必要な水道水を確保できるように、水源、浄水

及び送水施設を二系統化することが重要であります。そのためには、水源を含めた浄水

場や配水池間の相互連絡管の整備が必要となります。

 恵庭市は、牧場配水池と柏木配水池を連絡する専用送水管を布設しており、また各配

水区域間を相互融通する連絡管が 5ヶ所設置されており、それらを使用することにより、
どちらか一方の配水池に流入水があれば、給水区域全域に一定量を給水可能な施設配置

となっています。

水道施設の相互融通 

 また、恵庭市には現在、恵庭浄水場と水道企業団漁川浄水場の 2ヶ所の浄水施設が整
備されていますが、水源は漁川一河川のみとなっています。平成 27年度以降は、千歳
川を水源とした水道企業団千歳川浄水場から新たに受水が可能となり、強力なバックア

ップ体制が確立され、平常時の安定給水はもとより地震時・渇水時にも必要な浄水を確

保できる計画となっています。

 さらに、千歳川は水量が豊富で渇水による取水制限も起きにくいことから、安定した

水源を確保できることは、最大のメリットといえます。

水道企業団 

漁川浄水場 

水道企業団 

千歳川浄水場 

恵庭市 

恵庭浄水場 

恵庭市 

牧場配水池 

恵庭市 

柏木配水池 

牧場配水池系

の配水区域

5 ヶ所 

柏木配水池系

の配水区域
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⑥ 応急給水体制、応急復旧体制

 水道事業者は防災担当部局などとの連携を強め、大規模地震などの非常事態にも対応

できることが求められています。そのためには、災害時の避難場所や医療施設などの重

要施設への給水確保のための方策を進めるほか、3.11 東日本大震災の甚大な被害を検証

し、地震対策を確実かつ迅速に進めていく必要があります。

 恵庭市においても、大規模地震の発生による甚大な被害を想定し、地震対策を確実か

つ迅速に進めていく必要があり、各種災害対策マニュアルを改正し、職員の共通認識を

より強固にさせると共に、市民に広く公表するなど、円滑に実現できるよう組織強化と

緊急体制の確立が重要になっています。

恵庭市の災害対策マニュアル

災害時相互応援協定

日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する協定 

災害時における恵庭市水道協会の協力に関する協定 

災害時相互応援に関する協定（苫小牧市、千歳市） 

災害時における飲料水及び消火用水の供給に関する協定 

（サッポロビール北海道工場）

危機管理対策マニュアル

管路事故・給水装置凍結事故・テロ対策マニュアル（水道施設課）

地震対策マニュアル（水道施設課）

風水害対策マニュアル（水道施設課）

水質汚染事故・テロ対策マニュアル（浄水事業所）

施設事故・停電・渇水対策マニュアル（浄水事業所）

水質異常時対応指針

水質異常時の判断基準及び連絡体制

水質異常時の対応

被害レベルの設定

取水制限及び取水停止を伴う場合の判断基準

汚染水到達位置による対応の基本操作（レベル３以上）

中央操作室における初期対応

体制整備、事前対策、事故対応

 また、水道部独自の防災訓練などについて充実を図るとともに、より実践的な訓練も

必要とされています。
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 恵庭市では、応急給水用に車載用給水タンク７基（500 ～1000 ）や、個人配布用の

ポリ袋 3,100 枚（10 、6 ）などを保有し、さらに飲料水等確保を目的に『災害時にお

ける飲料水及び消火用水の供給に関する協定』を市内ビール工場と結び、所有している

地下水を災害時に活用できる体制を整え災害時に備えておりますが、恵庭市全域で考え

ると充分ではありません。

そのため、加圧式給水タンク車の配備や水道断水時の飲料水確保のための緊急貯水槽

などの整備が必要となっています。

 さらに、避難所・病院などの重要施設へ配水している基幹管路の耐震率が 64.0％の

状況から、今後は配水管路の一層の耐震化が必要となっています。

日本水道協会のポスター 

そのほか、災害時の被害低減には、地震時の管路被害想定を反映した耐震化計画を

策定し、応急給水拠点を計画的に整備する他、管路台帳システム情報などの複数ヶ所

保管など、管路台帳データのバックアップ体制の充実が必要です。
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 なお、今回実施したアンケート調査では、回答頂いた 840 世帯の内、災害に備えて

飲み水を備蓄されているご家庭は 227 件、27％でした。

飲み水の備蓄状況 

(２)備蓄している

227件

27%

(１)備蓄していな

い

613件

73%

 この 227 世帯の内、備蓄量については 222 世帯から回答があました。

 世帯人員別に備蓄量を整理し、推奨備蓄量（1 人当り 3 リットル/日×災害初期 3 日

間＝9 リットル/人）を達成している世帯を洗い出すと、67 件と極少数であることがわ

かりました。

 これは、アンケート調査に回答頂いた 840 件の内、わずか 8％であり、水道事業と

して応急給水体制を整備する他、恵庭市としても広報強化に取り組む必要があります。

世帯人員別備蓄量（222 世帯の内訳） 

16

37

8

5

1

0

0

16

48

38

38

10

1

1

0

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

１人世帯

２人世帯

３人世帯

４人世帯

５人世帯

６人世帯

７人世帯

８人世帯

ｸﾞﾙｰﾌ゚ ﾎｰﾑ

適正量備蓄 備蓄量不足

回答件数（件）
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【安定に係る課題の抽出】

供給能力の確保 

 水道企業団漁川浄水場の 24,000ｍ3/日と水道企業団千歳

川浄水場の 6,400ｍ3/日で、30,400ｍ3/日を確保できます。 ⇒
水道企業団千歳川浄

水場からの受水 

（重複） 

牧場配水池が分担している地域は給水量が増加傾向に

あるため、今後、貯留時間が 12 時間を下回るような状況

になった場合は、増設を検討する必要があります。
⇒ 牧場配水池の増設 

耐震化の推進 

 耐震性が低く、かつ老朽化が進んでいる一部の配水支管

の被災が懸念されます。 ⇒ 耐震性が低い配水管

の布設替 

 水道企業団漁川浄水場系送水管において、一部で耐震性

が不足しています。 ⇒ 広域的な耐震化の推

進 

水源、浄水場などの二系統化 

 地震時や渇水時に複数の施設が連携し必要な水道水を

確保できるように、水源、浄水及び送水施設を二系統化す

ることが重要です。 
⇒

水道企業団千歳川浄

水場からの受水 

（重複） 

応急給水体制・応急復旧体制の充実 

 大規模地震の発生による甚大な被害を想定し、災害対策

マニュアルの充実が必要です。 ⇒ 災害対策マニュアル

の充実 

 水道部独自の防災訓練などについて充実を図るととも

に、大規模災害を想定した広域的な訓練も必要とされてい

ます。 
⇒ 広域災害対策訓練の

実施 

 避難所、病院などの重要施設への配水管の耐震化が課題

となっています。 ⇒ 重要施設へ配水する

管路の耐震化 

 災害時の被害低減には、地震時の管路被害想定を反映し

た耐震化計画の策定が必要です。 ⇒ 耐震化計画の策定 

 応急給水対策として加圧式給水タンク車の配備や緊急

貯水槽の計画的な整備が必要です。 ⇒ 応急給水対策の整備 

 大規模な被災に備え、管路台帳情報の複数個所保管等バ

ックアップ体制の充実が必要です。 ⇒ 情報バックアップ体

制の充実 

 アンケート調査によると、飲料水の推奨備蓄量（１人当

り 9 リットル）を確保している世帯は極めて少数であった

ことから、市の防災部門などと協力して、防災意識の向上

を図ります。 

⇒ 防災情報の広報充実 
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(３) 将来も変わらず安定した事業運営ができるようになっているか
 長期にわたる不況や少子化、財政の逼迫、水道技術者の不足などが、安定的な供給を

維持するうえで大きな課題となっており、経営・技術の両面にわたる運営基盤の強化を

図ることが必要です。

 水道施設の更新、再構築は、水の安定供給、経営の効率化などのため計画的に実施し

ていく必要があります。特に東日本大震災を教訓に、災害対策の充実も図らなければな

りません。

 また、利用者からの水道料金で成り立っている水道事業は、利用者の視点に立った事

業運営が求められています。

① 施設・管路の老朽化

 恵庭市の水道整備では、平成 5 年度から同 10 年度にかけて毎年 7 億円以上が投資さ

れてきており、近年は管路整備を中心に 2～3 億円前後が投資されています。

 資産台帳によると、水道施設の資産総額は 130 億円（内、埋設管路が 89 億円）に達

しており、これらの施設は経年変化で老朽化していくため、順次更新工事が必要となり

ます。

施設・管路の整備状況 
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 恵庭市の最も古い水道施設は、1964 年度（昭和 39 年度）に布設された配水管路であ

り、既に法定耐用年数の 40 年を経過しています。また恵庭浄水場の構造物の一部は

1974 年度（昭和 49 年度）の建設以来、現在も使用しています。

 配水管から分岐した個人の給水管も、40 年を上回って使用しているものがあり、事

故割合が上昇しています。

 水道施設は経年劣化により、事故などが発生する確率が高まり、事故が発生した際に

は市民生活に大きな影響を及ぼす場合があります。

 したがって、今後施設の点検や整備を行い、施設を計画的に更新する必要があります。

水道施設の老朽度及び事故割合など 

H18 H19 H20 H21

2101 経年化浄水施設率 ↓ ％ 0 0 0 0 6

2102 経年化設備率 ↓ ％ 33.3 33.3 66.7 66.7 53.9

2103 経年化管路率 ↓ ％ 0.9 1.1 2.1 3.2 2.9

2104 管路の更新率 ↑ ％ 1.33 0.95 1.35 1.27 1.03

2005 給水制限数 ↓ 日 0 0 0 0 0

5106 給水管の事故割合 ↓ 件/1000件 1.3 1.3 1.9 1.9 2.4

道央圏6市の
平均　Ｈ20

業務指標
指標の
優位性

単位
恵庭市

指標の優位性とは、値が大小どちらが良いか示したのであり、値が大きい方が良い場合は↑、小さい場合

が良い場合は↓で示しています。

経年化浄水施設率(％)＝(法定耐用年数を超えた浄水施設能力／全浄水施設能力)×100 
浄水施設能力の経年度を表します。

経年化設備率(％) 
＝(経年化年数を超えている電気・機械設備数／電気・機械設備の総数)×100 

電気・機械設備の経年度を表します。

経年化管路率(％)＝(法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長)×100 
管路の経年度を表します。

管路の更新率(％)＝(更新された管路延長／管路総延長)×100 
年間に更新された送・配水管の割合を表します。

給水制限数(日)＝年間給水制限日数

水道サービスの安定性を表します。

数値は低い方が良好です。

給水管の事故割合(件/1,000 件)＝(給水管の事故件数／給水件数)×1,000 
給水管の維持管理が適正に行われているかを表します。

数値の低い方が良好です。
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１）恵庭浄水場の老朽化 

 恵庭浄水場は昭和 50 年前後に建設され、既に 35 年が経過しています。

 この間、耐用年数の短い機械設備、電気設備は適宜更新してきましたが、将来的には

浄水場本体の大規模な更新工事及び耐震化工事が必要となります。

 しかしながら、水道企業団千歳川浄水場からの受水により、恵庭浄水場が浄水処理を

停止しても供給能力は確保されることなどから、休廃止を含めた事業展開が望ましい状

況にあります。

２）老朽管耐震化計画 

 恵庭市の導・送・配水管総延長は、503 ㎞に及んでおります。

 管路の更新を行わない場合、法定耐用年数を経過した経年化管路及び老朽管路が増加

し、またこれらの管路は耐震性も非常に低いことから、漏水事故が頻発するなど安定配

水に支障をきたすこととなるため、計画的な耐震化工事が必要です。

 既に、優先度の高い老朽管の一部は更新工事に着手しています。

管路経過年数比率（平成 22 年度） 

管路の健全度の経年変化 
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 なお、今回実施したアンケート調査では、水道施設の老朽化・耐震化への対応姿勢

については、水道料金が多少上がるとしても改修を進める主旨の回答は 21％あり、水

道料金をできるだけ上げない範囲で改修を進めるべきとの回答 74％を合せると、95％
の高い割合で老朽施設の更新推進が求められています。

水道料金の印象と水道施設の老朽化・耐震化への対応姿勢 

(２)水道料金をで

きるだけ上げない

範囲で、改修を進

めるべき

619件

74%

(１)水道料金が多
少上がるとして

も、安定的な給水

体制を確保するた

めにできるだけ早

く改修すべき

178件
21%

(４)わからない

25件

3%

(３)地震や断水事
故が発生した段階

で、修繕に当たる

べき

15件

2%
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② 経営・財務の状況

１）経営指標の状況 

 水道事業は、独立採算制を原則としており、恵庭市の上水道事業の経営は、市からの

補助金や繰入金に依存することなく、営業収益のみで運営されております。また、給水

収益に対する職員給与費、企業債利息、減価償却費、企業債償還費の割合が道央 6 都市

の平均より下回っており、経営は健全で効率的に行われていると言えます。

経営指標の状況 

H18 H19 H20 H21

3005 繰入金比率（収益的収支分） ↓ ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2

3006 繰入金比率（資本的収入分） ↓ ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2

3008 給水収益に対する職員給与費の割合 ↓ ％ 10.5 10.3 10.4 11.1 15.2

3009 給水収益に対する企業債利息の割合 ↓ ％ 10.9 10.3 9.6 8.8 14.0

3010 給水収益に対する減価償却費の割合 ↓ ％ 25.3 25.4 25.9 27.2 28.9

3011 給水収益に対する企業債償還金の割合 ↓ ％ 13.7 19.0 22.5 23.9 37.6

道央圏6市の
平均　Ｈ20

業務指標
指標の
優位性

単位
恵庭市

指標の優位性とは、値が大小どちらが良いか示したのであり、値が大きい方が良い場合は↑、小さい場合

が良い場合は↓で示しています。

繰入金比率（収益的収支分）(％)＝(損益勘定繰入金／収益的収入)×100 
他会計からの繰入金に対する依存度を表します。

数値は低い方が独立採算の原則に沿っています。

繰入金比率（資本的収支分）(％)＝(資本勘定繰入金／資本的収入)×100 
他会計からの繰入金に対する依存度を表します。

数値は低い方が独立採算の原則に沿っています。

給水収益に対する職員給与費の割合(％)＝(職員給与費／給水収益)×100 
事業の収益性を表します。

数値は低いほうが良好です。

給水収益に対する企業債利息の割合(％)＝(企業債利息／給水収益)×100 
事業の収益性を表します。

数値は低いほうが良好です。

給水収益に対する減価償却費の割合(％)＝(減価償却費／給水収益)×100 
事業の収益性を表します。

数値は低いほうが良好です。

給水収益に対する企業債償還金の割合(％)＝(企業債償還金／給水収益)×100 
財務状況の安全性を表します。

数値は低いほうが良好です。
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２）収益的収支の見込み 

 給水収益（料金収入）などによる営業収益は、営業費用を上回っておりますが、平成

15 年度をピークに減少傾向を示しています。

 今後、地下水から上水道への転換がない場合、給水量は横ばいで推移する見込みのた

め、営業収益についても横ばいになると見込まれます。

 一方、営業費用については、平成 27 年度以降は千歳川浄水場の受水負担が始まるこ

とから、給水量や料金収入の確保をはじめ、これまでよりも一層効率的な事業運営を図

るために、民間活用や効率的な維持管理が必要です。

 そのために、今後必要となる施設更新及び耐震化などの必要投資額を把握すると共に、

給水人口・給水量の推移や、受水費負担増加などについても反映した、アセットマネジ

メントを実施し、内部留保資金の活用や、起債の利用による事業資金の確保を含め、長

期的で安定した財政計画に基づいた事業運営が必要となります。

収益的収支の現況（平成 22 年度決算、単位：百万円） 
営業収益 営業費用
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③ 水道料金

 恵庭市の家事用水道料金は、１戸当たり基本料金 1,250 円/月、超過料金 224 円/ｍ3

であり、１戸１月 15ｍ3を使用した場合の水道料金は 2,818 円/月となっています。

 道内各市の水道料金の平均は 2,780 円/月ですので、ほぼ同レベルとなっています。

道内各市の水道料金 

 しかしながら、今回実施したアンケート調査では、ご回答頂いた 839 世帯の内過半

数、457 件、55％の方が高いと回答されています。

 水道料金を高いと思う理由は、他市の水道料金と比べてとの回答が 264 件と最も多

く、次に家計に占める水道料金の割合からとの回答が 172 件です。

 これに、経営努力でもっと安くなると思うからとの回答が続きます。

      水道料金の認識         水道料金を高いと考える理由 

172
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57

264

126

10

28
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(１)家計に占める割合
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(２)下水道料金といっ
しょに支払うから　　

(３)電気・ガス料金と
くらべて　　　　　　

(４)他市の水道料金と
くらべて　　　　　　

(５)経営努力でもっと
安くなると思うから　

(６)なんとなく　　　

(７)その他　　　　　

回答件数（件）

(１)高い
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55%

(２)妥当

286件

34%

(４)わからない

94件

11%

(３)安い

2件

0%
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 アンケート調査の各種ご意見を総括すると、2 ヶ月毎の支払いであることや、料金

算定の根拠について説明を求める意見が多く寄せられていることから、今後は広報な

どをとおしてわかりやすい説明に努める必要があります。

④ 利用者サービス

 水道事業は、利用者からの水道料金で成り立っており、利用者のニーズを的確に捉え

利用者の満足度を向上させていくことが将来の事業発展の基盤であります。

 これからは、一層水道の仕組みや水道水の安全性、水道施設の位置や規模、財政状況

など、水道事業に関連する情報を、利用者に対して容易にかつ解り易く発信し理解して

頂くことが重要です。

 また、利用者の視点に立った水道事業の運営と、苦情や要望といった様々な要求にも

迅速に対応できるシステムの構築が必要になります。

 したがって、危機管理の対策や情報公開を積極的に行い、利用者の視点に立った合理

的な事業運営を推進します。

 今回実施したアンケート調査では、今後の利用者サービスに関して 761 世帯から回

答が寄せられました。

 お客様サービスの要望としては、お客様コールセンターの設置が 169 件、クレジッ

トカードによる水道料金の支払いが 122 件となりました。

 しかしながら、費用対効果を計り経費がかかるサービスを増やすべきではないとの

ご意見が 508 件と圧倒的でありました。

 さらに、その他として寄せられた回答 42 件の中の 20 件が、現況維持若しくは縮小

を求める意見であることを合せると、528 件に達します。

望まれているサービス 
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 また、今後の広報活動に対する要望では、市の「広報誌」の掲載充実との回答が 416
件に達しており、それ以外の要望はそれぞれ 50 件程度で、「広報誌」の重要性を再確

認したところです。今後は誌面の内容を一層工夫し、充実した情報発信に努めます。

今後の広報活動に対する要望 
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今後、どのような分野の情報発信が求められているかについてのアンケートでは、

水質に関することが 466 件、水道料金の仕組み・他市との比較が 366 件、地震等災害

対策への取り組み状況が 346 件となり、これら 3 項目が特に関心の高い項目であるこ

とがわかりました。

情報発信が求められる分野 
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⑤ 技術者の確保

 事故・災害対策及び水質基準のレベルアップなどの課題に的確に対応して、かつ現在

の給水サービスを維持し、向上させるには、水道施設の運営に関する専門的な知識・経

験を有する技術者を継続的に養成・確保することが不可欠です。

 恵庭市にとっても、団塊世代の技術者退職などに伴い、技術を継承し水道事業体とし

ての水道技術の継承と安全な水を供給し続けるための体制を構築することが重要な課

題となっています。

 恵庭市では運転管理マニュアルなどを整備し、作業の継承を図るに止まっており、今

後の技術の伝承に対する体制づくりは重要な課題です。

 人材面での体制づくりに並行して、各種マニュアルの充実を適切に進めること、重要

な管理ツールとなる管路台帳、設備管理台帳システムなどの整備も必要です。

 また、恵庭浄水場の休廃止後については、水道企業団などとの広域的な維持管理によ

り安全・安定、効率化を目指すことも望まれます。

運転管理マニュアルなど 
施設管理マニュアル 施設管理マニュアル 

日常点検日誌 

電気事故の対応 

水質異常時の対応 

浄水処理異常時の対応 

浄水処理停止対応フロー 

浄水処理再開時のフロー 

停電時の対応（手動）（自動） 

復電時の対応（自動）（対応解説） 

ＣＲＴ操作不能時の対応 

停電時のＵＰＳ及びＣＲＴ監視制御装置マニュアル 

ＰＡＣ監視体制 

苛性ソーダ監視体制 

次亜塩素監視体制 

浄水処理運転計画 

表流水取水口水位監視体制 

漁川取水ゲート操作マニュアル（電動・手動） 

傾斜板空気洗浄要領 

濾過池洗浄作業手順 

濾過池廻りの機器故障時の対応 

機器の切り替え要領 

毎日検査における注意点（色度・濁度） 

恵庭浄水場内施設マニュアル 

臭気（カビ臭）対策実施要領 

牧場・柏木配水池点検表 

配水管理異常時の対応 

配水管理要領 

牧場配水池（通常）配管系統図 

柏木配水池（通常）配管系統図 

柏木緊急遮断弁操作マニュアル 

配水池施設マニュアル 

柏木専用送水管運用要領 

増圧ポンプ場マニュアル 増圧ポンプ場異常通報について 
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⑥ 恵庭浄水場の将来展開

 前述してきたように、水道企業団千歳川浄水場からの新たな受水により供給能力が確

保できること、恵庭浄水場は耐震性が不足していること、老朽化が進んでいくこと、将

来的に恵庭市が単独で浄水場運転技術者を確保し続けることが難しい状況などがある

ため、効率的な事業展開のためには、将来の休廃止を視野に入れる必要があります。

恵庭浄水場の将来展開 

 恵庭浄水場は、漁川河川敷地に建設されていることから、休廃止後の利用のあり方に

ついて、河川管理者を含め関係機関と方向性を協議しておく必要があります。

恵庭浄水場の休廃止後の取り扱い

例１：河川敷地占用を返却する 

（この場合、施設の撤去などが必要と予想される） 

例２：災害時用資材の備蓄・公園整備などに活用して継続使用する 

（河川占用の継続又は敷地購入などが必要と予想される） 

また、現在は恵庭浄水場で管理している配水池からの配水量や水質などの配水管理に

ついても、水道庁舎への機能移転、または広域的な管理委託などの代替策が必要となり

ます。

耐震性の不足 

老朽化の進行 技術者の確保 

水源汚染の 

可能性 

供給能力は 

確保できる 

効率的な 

事業展開 

恵庭浄水場の休廃止 
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【持続に係る課題の抽出】

老朽化施設の更新 

 503 ㎞に及ぶ管路の老朽化に対しては、耐震化を併せた計画的な布設替が重

要です。 
⇒

老朽管路の計画的布

設替 

施設更新費用と受水費負担増の対応 

 平成 25 年度以降は安定経営が厳しくなる見込みのため、給水量、料金収入の

確保が重要になります。
⇒

給水量、料金収入の

確保 

 効率的な事業運営の一環として、ＰＰＰ手法の活用や、広域化による効率的

な維持管理を比較検討します。 
⇒

ＰＰＰ手法の活用や

運転管理の広域化推

進 

 将来の管路更新費用・受水費用の増加に対応するためには、これまでよりも

一層効率的な事業運営が必要です。長期的更新計画、財政計画の策定や内部留

保資金の活用及び起債の利用について検討します。 

⇒
水道料金の上昇を抑

える経営努力 

 アンケート調査で要望の多かった、水道料金の算定根拠のわかりやすい説明

に努めます。 
⇒ 経営情報の広報充実 

利用者サービスの充実 

 水道事業に関連する情報を的確にかつ解り易く発信し、利用者に理解して頂

くことが一層重要になります。 
⇒ 事業全般の広報充実 

 利用者の視点に立った、水道事業の運営が必要になります。 ⇒
収納・手続きサービ

スの充実 

 苦情などの様々な要求にも、迅速に対応できるシステムの構築が必要になり

ます。 
⇒ 

アンケート調査の実

施 

 アンケート調査では、「費用対効果を計り経費がかかる利用者サービスを増

やすべきではない」という回答が多数寄せられたことを踏まえ、費用対効果を

検証し充分な精査を行います。 

⇒ サービスの精査 

技術者の確保 

 団塊世代の技術者の退職に対して、技術を継承できる体制を構築することが

重要な課題となっています。
⇒ 

内部研修や外部研修

への参加 

 人材面での体制づくりに並行して、維持管理を継承できる各種マニュアルの

整備を適切に進めることが重要です。 
⇒

管理技術を継承する

マニュアルの充実 

 管理ツールとなる管路台帳、設備管理台帳システムなどの整備も必要です。 ⇒ 

管路台帳、設備管理

台帳システムなどの

整備 

 水道企業団などとの広域的な維持管理による効率化、体制強化が必要です。 ⇒
運転管理の広域化の

推進（重複） 

恵庭浄水場の将来展開 

 恵庭浄水場は、水道企業団千歳川浄水場からの新たな受水により供給能力が

確保される、耐震性が不足している、老朽化が進んでいる、将来的に浄水場運

転技術者の確保が難しいなどの問題を抱えています。 

⇒ 恵庭浄水場の休廃止 

 現在は浄水場で管理している配水池の管理及び配水水質の管理業務は、ＰＰ

Ｐ手法の活用や、広域的な管理委託などの代替策が必要となります。 
⇒

ＰＰＰ手法の活用や

運転管理の広域化推

進（重複） 
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(４) 環境への影響を低減しているか
 水道事業にとって、健全な水循環系の構築に加え、地球温暖化対策、廃棄物の減量化

及び資源の有効利用などの環境問題への対応は、近年その重要性を増しています。

 今後省エネルギーの推進や消費電力の削減など、環境負荷低減へ向け水道事業として

環境対策を推進することが重要です。

① 環境対策の実施状況

 恵庭市の「配水量 1m3 当りの電力使用量」、「消費エネルギー」及び「二酸化炭素排

出量」を分析しますと道央圏 6 市の平均値の 1/3 程度ですが、水道企業団の受水量に対

しての電力使用量等を含めると平均的な水準となります。

 また、恵庭浄水場は休廃止を視野に入れているため、浄水発生土を堆肥化するなどの

有効利用は想定していませんが、管路工事などで発生する建設副産物（アスファルト塊

など）は、平成 22 年度においてリサイクル率 100％を達成することができました。

 今後は、配水量 1m3 当りの電力使用量等を水道企業団と共に抑制に努め、比較的負

荷が大きいポンプ設備などを更新する際には、インバータ制御方式を採用するなど、電

力負荷軽減に努めることが効果的と考えます。

環境保全に関する指標の状況 

H18 H19 H20 H21

4001 配水量1ｍ
3
当たり電力消費量 ↓ kWh/ｍ

3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.23

4002 配水量1ｍ
3
当たり消費エネルギー ↓ MJ/ｍ

3 0.32 0.34 0.32 0.33 0.93

4006 配水量1ｍ
3
当たり二酸化炭素(CO2)排出量 ↓ g・CO2/ｍ

3 42 40 39 39 133

4003 再生可能エネルギー利用率 ↑ ％ 0 0 0 0 0.9

4004 浄水発生土の有効利用率 ↑ ％ 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0

4005 建設副産物のリサイクル率 ↑ ％ 74.2 77.4 99.8 100.0 101.5

道央圏6市の
平均　Ｈ20

業務指標
指標の
優位性

単位
恵庭市

指標の優位性とは、値が大小どちらが良いか示したのであり、値が大きい方が良い場合は↑、小さい場合

が良い場合は↓で示しています。

配水量１m3 当たり電力消費量(kwh/m3)＝全施設の電力使用量／年間配水量

事業活動が環境に与える影響を表します。

配水量１m3 当たり消費エネルギー(MJ/m3)＝全施設での総エネルギー消費量／年間配水量

事業活動が環境に与える影響を表します。

配水量１m3 当たり二酸化炭素(CO2)排出量(g･CO2/m3) 
＝{総二酸化炭素（CO2）排出量／年間配水量}×106 

事業活動が環境に与える影響を表します。
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再生可能エネルギー利用率(％) 
＝(再生可能エネルギー設備の電力使用量／全施設の電力使用量)×100 
再生可能エネルギーの利用割合を表わし、環境負荷低減に対する取組み状

況を表します。

浄水発生土の有効利用率(％)＝(有効利用土量／浄水発生土量)×100 
浄水場で発生する土の有効利用状況から見た環境負荷低減に対する取組み

状況を表します。

数値は高い方が良好です。

建設副産物のリサイクル率(％) 
＝(リサイクルされた建設副産物量／建設副産物排出量)×100 
建設副産物量のリサイクル状況から見た環境負荷低減に対する取組み状況

を表します。

数値は高い方が良好です。

 また、太陽光、風力及び小水力発電などの新エネルギーを採用することも、一般的

な有効策としてあげられます。

 今回実施したアンケート調査では、環境対策として 820 世帯から回答が寄せられま

した。

 太陽光等環境にやさしい自然エネルギーを導入すべきとの回答が 423 件、省エネ対

応の公用車、照明器具やポンプ設備を積極的に変更すべきとの回答が 222件あります。

 ただし、経営を優先し経費の見合わないエコ対策は控えるべきとの回答も 237 件あ

ります。

したがって、環境対策を実施する際には、費用と効果について充分に検討する必要

があります。

環境対策の充実 

423

222

237

121

0 100 200 300 400 500

(１)太陽光等環境にやさしい自然エ
ネルギーを導入すべき　　　　　　

(２)省エネ対応の公用車、照明器具

やポンプ設備を積極的に変更すべき　

(３)経営を優先し、経費の見合わな
いエコ対策は控えるべき　　　　　

(４)わからない　　　　　　　　　

回答件数（件）
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② 有効率の状況

 総給水量に占める有効に使用された水量比率を表す有効率は、恵庭市の場合 90％台

前半で推移しています。

 厚生労働省では有効率 95％を推奨しており、漏水量を減らし有効率を高めることで、

浄水施設の薬品使用量、動力使用量、二酸化炭素排出量の軽減が可能となります。

道内各市の有効率 
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③ 水道水源の保全活動などによる環境保護

 水道企業団漁川浄水場の水源である漁川は、恵庭市内を流れています。

 近年は、ニセコ町などの道内市町村においても水道水源流域の地下水開発などを懸念

し独自の条例を導入しており、北海道では「北海道水資源の保全に関する条例」を策定

し、平成 24 年 4 月 1 日に施行されました。

 また、北海道の水道ビジョンにおいても、「健全な水循環系の構築に向けた連携強化」

を掲げています。

 既に恵庭市では、平成 11 年度に「恵庭市漁川流域に係る水道水源の水質の保全に関

する条例」を定め、上流域を汚染する可能性のある開発行為などを規制することで河川

水質を保全して、水道水の安全性確保を図っています。

 また恵庭市環境基本計画の中で、水道事業に関係する分野としては、次のものが挙げ

られていることから、関係機関と協力して水道水源の保全活動などによる環境保護を積

極的に推進します。

恵庭市環境基本計画 

●水道水源の保全の推進● 

・水道水源保全の推進とＰＲ 

・水道水源の監視など水質管理の推進 

・水源涵養機能をもった森林の保全 

●豊富・安全な水の確保● 

・飲用井戸の水質検査 

・水質の監視・観測体制の整備・充実 

・水質環境の緊急時の通報体制の確立 

・安全な水に対する監視・調査と啓発 

・放流水中のダイオキシン類の監視・測定 

・飲用井戸の衛生対策の啓発 

・地下水汚染実態の継続的調査と汚染機構の解明、 

原因除去対策の実施 



第 2章 事業の現状分析と評価

49

【環境に係る課題の抽出】

電力使用量などの削減 

 比較的負荷が大きいポンプ設備などを更新する際には、

費用と効果を検証した上で、インバータ制御方式を採用し

ます。
⇒ ポンプ設備などのイ

ンバータ制御化 

 太陽光、風力及び小水力発電などの新エネルギーの導入

を、費用と効果を含めて検討します。 ⇒ 新エネルギーの検討 

薬品使用量などの削減による環境負荷軽減 

 漏水量を減らし、有効率を向上させることで、浄水施設

の薬品使用量、動力使用量、二酸化炭素排出量の軽減が可

能です。 
⇒ 有効率の向上 

水道水源の保全活動などによる環境保護 

 恵庭市環境基本計画における水道事業に関係する分野

として『水道水源の保全の推進』及び『豊富・安全な水の

確保』を、関係機関と協力して積極的に推進します。 
⇒ 環境基本計画による

取組み 
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第３章 将来像の設定

(１) 水道ビジョンの位置付け

 水道事業は、市民のライフラインとして最も重要な役割を持つことから、安定した生

活や事業を行うため将来も安全で安心な水道水を安定的に供給し続けることが重要で

す。平成 23 年 3 月 11 日には東日本大震災が発生し、水道復旧に多くの時間を費やし
市民の生活が脅かされ、水道の重要性を痛感させられたところであり、市民にとって安

全・安心な水道が大変重要なことが再認識され、恵庭市にとっても災害に強い水道を最

優先に整備することが求められています。

 また、厚生労働省は「水道ビジョン」（平成 20 年 7 月改訂）を策定し、水道関係者
の共通の目標となる水道の将来像とそれを実現するための具体的な施策、工程を「地域

水道ビジョンの手引」として示し、各事業体に「水道ビジョン」の策定を推奨していま

す。

 これを受けて、現在、恵庭市、江別市、千歳市、北広島市に水道水を供給している水

道企業団では平成 20年 4月に「地域水道ビジョン」を公表しており、北海道も平成 23
年 3月に「北海道水道ビジョン」を公表したところです。
 そこで、恵庭市の全体計画である『第 4期恵庭市総合計画 後期基本計画』に示す【生
活環境が整い安全安心でゆとりあるまちづくり】と、『都市計画マスタープラン』まち

づくりの基本理念【水・緑・花に溢れ、安全安心に暮らせるコンパクトな生活都市】、

『恵庭市環境基本計画』の【「水と緑ゆたかな複合機能都市」をめざして】を踏まえ、

水道ビジョンの将来像を設定します。

水道ビジョンの位置付け 

第４期恵庭市総合計画 

都市計画マスタープラン 

恵 庭 市 環 境 基 本 計 画

厚生労働省水道ビジョン  

北 海 道 水 道 ビ ジ ョ ン

水道企業団地域水道ビジョン 

恵恵恵庭庭庭市市市水水水道道道ビビビジジジョョョンンン

計計計画画画年年年次次次

平平平成成成 222444 年年年度度度かかかららら 333333 年年年度度度
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(２) 基本理念及び基本施策

 恵庭市水道ビジョンの将来像は、第４期恵庭市総合計画及び厚生労働省水道ビジョン

などを基に、次の基本理念及び基本施策を設定します。

 恵庭市の災害に強いまちづくり、安全安心に暮らせるまちづくりのため、水道事業は

水道水源の確保と水道施設整備を進め、市民のために「清浄にして豊富低廉な水の供給

を図る」ことを目的をとし、これを基本理念とします。

 基本理念を実現するための基本施策は、安全な水、快適な水を供給するために、市

民が安心しておいしく飲める水道水の供給を図ります。

 次に、いつでも使えるように供給するために、いつでもどこでも安定的に生活用水

を確保します。

 また、将来も変わらず安定した事業運営ができるようにするために、運営基盤の強

化、利用者ニーズを踏まえた給水サービスの充実を図ります。

 最後に、環境への影響を低減するために、環境保全への貢献を図ります。

基本理念及び基本施策 

安心：市民が安心しておいしく飲める水道水の供給 

安定：いつでもどこでも安定的に生活用水を確保 

持続：運営基盤の強化、利用者ニーズを踏まえた給水サービスの充実 

環境：環境保全への貢献 
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第４章 施策概要

基本施策 基本 

方針   施    策 施策概要 

（1）安心：市民が安心しておいしく飲める水道水の供給 

①水源水質事故による恵庭浄水場と水道企業団漁川浄水場の同時汚染 水道企業団千歳川浄水場からの受水 

水安全計画の策定 
②水質管理の充実 

運転管理の広域化の推進 

水質状況の広報充実 

運転管理の広域化の推進 重複 

貯水槽の衛生管理の指導強化 
③安全でおいしい水の確保 

直結給水の推奨 

（2）安定：いつでもどこでも安定的に生活用水を確保 

水道企業団千歳川浄水場からの受水 重複 
①供給能力の確保 

牧場配水池の増設 

耐震性が低い配水管の布設替 
②耐震化の推進 

広域的な耐震化の推進 

③水源、浄水場などの二系統化 水道企業団千歳川浄水場からの受水 重複 

災害対策マニュアルの充実 

広域災害対策訓練の実施 

重要施設へ配水する管路の耐震化 

耐震化計画の策定 

応急給水対策の整備 

情報バックアップ体制の充実 

④応急給水体制・応急復旧体制の充実 

防災情報の広報充実 

（3）持続：運営基盤の強化、利用者ニーズを踏まえた給水サービスの充実 

①老朽化施設の更新 老朽管路の計画的布設替 

給水量、料金収入の確保 

ＰＰＰ手法の活用や運転管理の広域化推進 

水道料金の上昇を抑える経営努力 
②施設更新費用と受水負担増の対応 

経営情報の広報充実 

事業全般の広報充実 

収納・手続きサービスの充実 

アンケート調査の実施 
③利用者サービスの充実 

サービスの精査  

内部研修や外部研修への参加 

管理技術を継承するマニュアルの充実 

管路台帳、設備管理台帳システムなどの整備 
④技術者の確保 

運転管理の広域化の推進 重複 

恵庭浄水場の休廃止 
⑤恵庭浄水場の将来展開 

ＰＰＰ手法の活用や運転管理の広域化推進 重複 

（4）環境：環境保全への貢献 

ポンプ設備などのインバータ制御化 
①電力使用量などの削減 

新エネルギーの検討 

②薬品使用量などの削減による環境負荷軽減 有効率の向上 

安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

③水道水源の保全活動などによる環境保護 第２次恵庭市環境基本計画による取組み 
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(１) 安心：市民が安心しておいしく飲める水道水の供給

① 水源水質事故による恵庭浄水場と水道企業団漁川浄水場の同時汚染

 恵庭浄水場及び水道企業団漁川浄水場は、同じ漁川を水源としており、漁川ダム上流

域の水質事故や災害が発生した場合には浄水処理ができなくなるなど、市民生活に多大

な影響を及ぼす危険性があります。

★施策内容

水道企業団千歳川浄水場からの受水（重複） 

 漁川水系と千歳川水系の 2系統の水源を確保することは、災害対策として非常に有効
な方策となります。

 安全な水、快適な水を確保するため、水道企業団千歳川浄水場からの受水を平成 27
年度に開始します。

水道企業団千歳川浄水場完成予想図 

http://www.ishito.jp/ 

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

水道企業団千歳川浄水場からの受水
受水 整備 
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② 水質管理の充実

 今よりも一層、安全な水、快適な水を供給することを確実にするためには、水源から

給水まで水道システムに存在する危害を抽出・特定しそれらを継続的に監視・制御する

ことが重要です。

 水質検査は既に水道企業団の「水質検査センター」を中心に展開していますが、将来

的には水道企業団による構成団体の配水水質の集中監視などの広域化を視野に入れた

取組みも重要です。

★施策内容

水安全計画の策定 

 より安全な水の供給を確実にするために、水安全計画を策定します。

運転管理の広域化の推進 

 将来的には、水道企業団による構成団体の配水水質の集中監視などの広域化を視野に

入れた取組みを推進します。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

水安全計画の策定

運転管理の広域化の推進
実施 協議・調整 

策定・更新・運用 
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③ 安全でおいしい水の確保

 浄水場で造られた安全でおいしい水をご家庭で安心してご利用いただくために、浄水

水質基準を満たした安全な水質であることの広報強化が必要です。

 また、よりおいしく飲んでいただくために、塩素臭などを低減するための運転管理の

広域化推進、貯水槽水道の衛生管理の指導強化、直結給水の推奨を図ります。

★施策内容

水質状況の広報充実 

 浄水場で造られた安全でおいしい水を、ご家庭で安心してご利用いただくために、浄

水水質基準を満たした安全な水質であることの広報を強化します。

運転管理の広域化の推進（重複） 

 将来的には、水道企業団による構成団体の配水水質集中監視などの広域化を視野に入

れ、残留塩素管理の強化も目指します。

貯水槽の衛生管理の指導強化 

 アンケート調査により、一般に貯水槽を使用している４階建て以上の集合住宅で水道

水の味に対して不満が多いため、貯水槽の衛生管理の指導を強化します。

直結給水の推奨 

 民間所有物である貯水槽には、衛生管理上の問題が生じる可能性があるため、水圧面

などから対応可能な範囲で直結給水を推奨します。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

水質状況の広報充実

運転管理の広域化の推進（重複）

貯水槽の衛生管理の指導強化

直結給水の推奨

実施 

実施 協議・調整 

実施 

実施 
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(２) 安定：いつでもどこでも安定的に生活用水を確保

① 供給能力の確保

 恵庭市では、水道企業団千歳川浄水場からの新規受水などにより、市民生活・事業活

動に充分な給水能力を確保します。

★施策内容

水道企業団千歳川浄水場からの受水（重複） 

 恵庭市では、水道企業団漁川浄水場の他、水道企業団千歳川浄水場からの新規受水に

より、30,400ｍ3/日を確保します。

牧場配水池の増設 

 牧場配水池が分担している地域は給水量が増加傾向にあるため、今後、貯留時間が

12時間を下回るような状況になった場合は、増設を検討する必要があります。

牧場配水池 

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

水道企業団千歳川浄水場からの受水

（重複）

牧場配水池の増設

受水 整備 

状況に応じて実施 
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② 耐震化の推進

 地震時において給水拠点への水道水配水経路を確保するため、配水管を耐震化する整

備計画を立て、効率的で計画的な整備に努めます。

 基幹管路（φ250 ㎜以上）については、耐震性又は応急復旧性が比較的高い状態で
す。

 また、水道企業団漁川浄水場系送水管において、一部耐震性が不足している部分があ

ります。

★施策内容

耐震性が低い配水管の布設替 

 基幹管路については耐震性又は応急復旧性能が比較的高いことから、特に耐震性が

低く、かつ老朽化が進んでいる配水支管（φ200 ㎜以下）の耐震化を計画的に行いま
す。

広域的な耐震化の推進 

 水道企業団漁川浄水場系送水管の一部耐震性不足部分について、同企業団及び関係事

業体と協力して、広域的な耐震化を推進します。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

耐震性が低い配水管の布設替

広域的な耐震化の推進

計画の策定と実施 

計画の策定と実施
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③ 水源、浄水場などの二系統化

 地震時や渇水時に複数の施設が連携し必要な水道水を確保できるように、水源、浄水

及び送水施設を二系統化することが重要です。

★施策内容

水道企業団千歳川浄水場からの受水（重複） 

 安全な水、快適な水を確保するため、水道企業団千歳川浄水場からの受水を平成 27
年度に開始します。

水道企業団千歳川浄水場完成予想図 

http://www.ishito.jp/ 

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

水道企業団千歳川浄水場からの受水

（重複）

④ 応急給水体制・応急復旧体制の充実

 水道事業者は、大規模地震、水質事故及び災害発生時などにも対応できるような対策

を実施することが求められています。

★施策内容

災害対策マニュアルの充実 

 大規模地震の発生による甚大な被害を想定し、地震対策を確実かつ迅速に進めていく

必要があり、そのために災害対策マニュアルの充実を図ります。

広域災害対策訓練の実施 

 水道部独自の防災訓練などについて充実を図るとともに、より実践的な訓練を実施し

ます。

受水 整備 
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重要施設へ配水する管路の耐震化 

 避難所、病院などの重要施設への配水管の耐震化を進めます。

耐震化計画の策定 

 災害時の被害低減のために、地震時の管路被害想定を反映した耐震化計画を策定しま

す。

応急給水対策の整備 

応急給水拠点となる耐震性の高い配水池直下の給水栓の整備や、断水時の３日

間の飲料水などを確保する緊急貯水槽を人口 5,000 人～10,000 人のブロック
毎に 50～100 の容量で、配水池などの給水拠点から遠方となる地域、避難所

となる公共用地地下などを優先的に整備する検討を行います。

水道企業団の受水構成団体との広域化も含めて、加圧式給水車の導入について

検討し、緊急貯水槽の計画的な整備を行います。

情報バックアップ体制の充実 

 大規模な被災に備え、管路台帳情報の複数個所保管など、情報バックアップ体制の充

実を図ります。

防災情報の広報充実 

 市の防災部門と協力して、断水時の３日間飲料水などを確保する推奨備蓄量の情報な

どの発信を強化します。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

災害対策マニュアルの充実

広域災害対策訓練の実施

重要施設へ配水する管路の耐震化

耐震化計画の策定

応急給水対策の整備

情報バックアップ体制の充実

防災情報の広報充実

見直し・実施 

実施 

計画の策定と実施 

計画の策定と実施 

計画の策定と実施

実施 

計画の策定と実施 
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(３) 持続：運営基盤の強化、利用者ニーズを踏まえた給水サービスの充実

① 老朽化施設の更新

 水道施設は経年劣化により、事故などが発生する確率が高まります。したがって、長

期的な更新計画を構築し、実施しなければなりません。

★施策内容

老朽管路の計画的布設替 

503㎞に及ぶ管路の老朽化に対しては、耐震化を併せた計画的な布設替を実施します。

管路経過年数比率（平成 22 年度） 

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

老朽管路の計画的布設替

② 施設更新費用と受水負担増の対応

 水道施設の耐用年数は管路で 40 年、建築・土木で 60 年という長い年数になってお
り、水道の資産管理（アセットマネジメント）のためには、財政的な裏付けのある 30
～40年先を見据えた中長期的な更新計画が必要になります。

★施策内容

給水量、料金収入の確保 

 料金収入のベースとなる給水量を確保するため、地下水から水道水への転換を促しま

す。また、料金収納率の向上施策についても継続します。

0年から 10年経過

11年から 20 年経過

21年から 30 年経過

30年から 40 年経過

40年以上

計画の策定と実施 
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ＰＰＰ手法の活用や運転管理の広域化推進 

 効率的な事業運営の一環として、ＰＰＰ（Public Private Partnership）の手法や、
厚生労働省が示している広域化による効率的な維持管理について比較検討し推進して

行きます。

水道料金の上昇を抑える経営努力 

 施設更新や耐震化による設備投資費用は、水道事業の中で最も重要で経営を大きく左

右し、その結果、水道料金に大きく影響することとなります。

 たとえば、恵庭市の導・送・配水管総延長は、503㎞に及んでおります。その中には
布設から 40年経過して会計基準の耐用年数を超える管路が 3.4％、今後 10年で耐用年
数を迎える管路が 20.6％あり、その後の 10年ではさらに 33.3％増えることから、老朽
施設の更新費用が長期的に増加していくことは避けられません。

 そこで、厚生労働省が推奨する「アセットマネジメント」の手法による資産管理方法

を用いることで施設の耐久度・重要度などを反映した「長期的な施設更新計画」と、そ

の財源を確保するための「長期的な財政計画」を策定し、水道料金の上昇を抑える経営

努力を強化します。

 また、資金運用の具体的方策として内部留保資金の活用や起債を利用するなど、効果

的で効率的な運用のもと、前述のＰＰＰ手法の活用や運転管理の広域化推進とあわせて、

水道料金の抑制に最大限努力して行きます。

経営情報の広報充実 

 アンケートで要望の多かった水道料金の算定根拠など、経営情報についてわかりやす

い説明に努めます。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

給水量、料金収入の確保

ＰＰＰ手法の活用や運転管理の広域化

推進

水道料金の上昇を抑える経営努力

経営情報の広報充実

実施 

実施 協議・調整 

見直と実施のＰＤＣＡ 

随時 
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③ 利用者サービスの充実

 利用者のニーズに応え、利用者の視点に立った水道事業の運営を図ります。

★施策内容

事業全般の広報充実 

 広報誌及びホームページなどをとおして、水道の仕組み、水道施設の位置や規模、財

政状況、水質検査計画など水道事業の全般について内容を解り易く掲載します。

 また、水道料金やその体系について、老朽施設の更新及び耐震化などの事業進捗状況

と合わせて広報を充実させ、利用者の皆様のご理解を得るように努めます。

収納・手続きサービスの充実 

 水道を利用されているお客様が水道料金の支払いや、諸手続きを容易にするためのサ

ービスを充実させます。

アンケート調査の実施 

 窓口などを利用してアンケート調査を行い、市民の方々から水道事業に寄せられる質

問や苦情について、分析・評価を行い事業運営に役立てます。

サービスの精査 

 平成 23年 10月のアンケート調査によると、「費用対効果を計り経費がかかるサービ
スを増やすべきではない」との意見が多数寄せられていることから、上記を含め、サー

ビス導入の費用と効果について、充分な検討を行います。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

事業全般の広報充実

収納・手続きサービスの充実

アンケート調査の実施

サービスの精査

実施 

協議と実施 

随時 

随時 
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④ 技術者の確保

 水道事業の運営に欠かせない、専門的な知識や技術の継承を行うため職員研修や、広

域化による技術者の確保に努める必要があります。

★施策内容

内部研修や外部研修への参加 

 水道事業の運営に欠かせない、専門的な知識や技術の継承を行うため、職員研修を計

画的に行います。

管理技術を継承するマニュアルの充実 

 維持管理を継承できる各種マニュアルの整備を適切に進めます。

管路台帳、設備管理台帳システムなどの整備 

 重要な管理ツールである管路台帳、設備管理台帳システムなどの整備を進めます。

 管路台帳システムの導入は、業務の効率化を図り迅速な対応とサービス向上にも有効

です。

運転管理の広域化の推進（重複） 

 現在は、退職職員の再任用制度を活用しており、今後の定年退職の延長についても有

効に活用します。

 水道技術者の確保と技術力向上を充実させるために、近年導入が進んでいる、外部委

託・第三者委託をさらに拡大し、構成団体の配水管理の一部を水道企業団が集中管理す

るなどの広域化の協議、推進に取組みます。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

内部研修や外部研修への参加

管理技術を継承するマニュアルの充実

管路台帳、設備管理台帳システムなど

の整備

運転管理の広域化の推進（重複）

実施 

実施 

実施 

実施 協議・調整 
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⑤ 恵庭浄水場の将来展開

 平成 27年度以降、恵庭市は水道企業団漁川浄水場の他、水道企業団千歳川浄水場か
ら受水することで、恵庭浄水場を休廃止しても、必要な供給能力を確保できる見込みで

す。

★施策内容

恵庭浄水場の休廃止 

 恵庭浄水場は、耐震性が不足している、老朽化が進んでいる、将来的に浄水場運転技

術者の確保が難しいなどの問題を抱えており、新たに水道企業団千歳川浄水場からの受

水により供給能力が確保されることから、将来的には休廃止することが効率的と判断し

ます。

 ただし、休廃止後の跡地利用の在り方については、水道事業としての今後の利用計画

ばかりではなく、恵庭市行政全般に渡った利活用を検討することが望ましく、さらには

漁川河川敷地に所在していることから、河川管理者を含め関係機関と方向性を協議して

いかなければなりません。

ＰＰＰ手法の活用や運転管理の広域化推進（重複） 

 現在は浄水場で管理している配水池の管理及び配水水質の管理業務の代替策が必要

となりますので、ＰＰＰ（Public Private Partnership）の手法による民間活用や、既
に高度な技術を持っている水道企業団による広域的で効率的な運転管理を推進します。 

恵庭浄水場 

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

恵庭浄水場の休廃止

ＰＰＰ手法の活用や運転管理の広域化

推進（重複）

実施 協議・調整 

実施 協議・調整 
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(４) 環境：環境保全への貢献

① 電力使用量などの削減

 恵庭市の場合、配水量 1ｍ3当りの電力使用量、消費エネルギー及び二酸化炭素排出

量は良好です。

★施策内容

ポンプ設備などのインバータ制御化 

 費用対効果を検討した上で、比較的負荷が大きいポンプ設備などをインバータ制御

方式に変更し、負荷軽減に努めます。

新エネルギーの検討 

 新エネルギーとして、風力、太陽光発電や小水力発電の利用を費用対効果を含めて検

討します。

② 薬品使用量などの削減による環境負荷軽減

 厚生労働省では、有効率 95％を推奨しており、漏水量を減らし有効率を高めること
で、環境負荷低減策として浄水施設の薬品使用量、動力使用量、二酸化炭素排出量の軽

減が可能となります。

★施策内容

有効率の向上 

 漏水調査・補修の継続と併せ、漏水事故が多くなる老朽管及び非耐震管を計画的に更

新することにより、有効率の向上に努めます。

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

ポンプ設備などのインバータ制御化 

新エネルギーの検討 

有効率の向上 

実施 

実施 

実施 
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③ 水道水源の保全活動などによる環境保護

 水道企業団漁川浄水場の水源である漁川は、恵庭市内を流れており、河川の環境保護

は重要な取り組みです。

★施策内容

環境基本計画による取組み 

 第２次恵庭市環境基本計画における水道事業に関係する分野として『水道水源の保全

の推進』及び『豊富・安全な水の確保』に向けて、関係機関と協力して積極的に推進し

ます。

漁川ダム 

http://www.ishito.jp/ 

◆実施予定

施 策 内 容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
以降

環境基本計画による取組み
実施 
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用 語 解 説

あ アセットマネジメント（資産管理計画） 

水道施設や管路の更新を帳簿上の耐用年数で単純に計画するのではなく、材

質の耐久度や重要度を考慮し、実態に即した中長期の更新計画を把握し、財

政計画を立てること。

い 池 棟 

浄水処理用の池（ろ過池など）及びポンプなどのプラント機械を収めた建物

のこと。

か 簡易水道事業 

給水人口が 5,000人以下の水道事業。
水質・施設基準などは、上水道事業に準じている。

き 基幹管路 

管の直径が 60cm から 25cm と比較的太く、配水ルートの幹線となる管路の
こと。

き 給水装置 

需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設け

られた給水管及びこれに直結する給水用具。

公道に埋められた配水管から分かれて、宅地まで引き込まれた「給水管」か

ら「蛇口」までを【給水装置】といい、水道使用者の皆さまが工事費を負担

して設置し、維持管理する。

き 緊急貯水槽 

水道配水管路の一部に設置する、耐震性の高い水道水貯水槽。

地震で配水管路の機能が停止しても、水道水を汚染することなく貯えておけ

るため、応急給水に利用できる。

き 供給能力 

浄水場が持つ水道水を提供する能力。

し 上水道事業 

給水人口が 5,001人以上の水道事業。
し CRT 操作 

浄水処理監視用パソコンの表示モニターによる操作（タッチパネル）、又は表

示パネルを見ながらのパソコンの操作。

す 水管橋 

水道管が河川などを横断する場合、重量の問題で歩行者・車両用の橋梁に設

置できない場合に設ける水道管の単独橋。
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す 水源涵養機能 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩

和するとともに、川の流量を安定させる機能。

す 水利権更新 

水道水源を河川水に求める場合、取水地点の河川用地を使用すること及び河

川水を取水することなどに関して、河川法が定める水利権が必要である。

現在の水利権の許可期限は 10年間である。
そ 増圧ポンプ 

圧力を増す目的で、水道管路の途中に設置するポンプ。

そ 総係費 

部門別経費の一種で、会計用語。

た ダクタイル鋳鉄管 

ダクタイル鋳鉄を用い遠心力を利用して製造された管をいう。鋼のようなた

わみ性、延性耐衝撃性を有する丈夫な管である。

ち 貯留時間 

水道水が、貯留されている配水池内で、滞留する時間のこと。

朝・夕などの使用量の時間変動に対応する。

て 停電時の UPS 

停電時に、一定時間電力を供給し続ける無停電電源装置。

ど 道央圏６市の平均 

恵庭市、札幌市、小樽市、江別市、岩見沢市、石狩市の平均

と 都市計画マスタープラン 

都市の将来像を明らかにすると共に、市全体及び地域別での土地利用や都市

計画の方針を示し、都市づくりの総合的な指針を定めることを目的とする全

体計画。

恵庭市では、平成 12年に策定し、平成 21年度から 2ヵ年にかけて、見直し
を行った。

は 配水支管 

管の直径が 20cm以下の比較的細い配水管のこと。
は バックアップ管路網 

水道管の一部が損傷しても、迂回路線から支援することができるように網の

目状になった管路のこと。

は ハンディターミナル 

使用水量を算定するために，ご家庭などの水道メーターの指示量を調査する

際、現場で指示量を入力し、伝票（使用量、料金）を出力する携帯機器。
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は PAC 監視 

PACは、河川水に混和することで濁質成分を凝集し、ろ過処理などを効率的
に行うための薬品の一種。

PAC監視は、PACの注入量や凝集性を監視すること。
ひ 表流水 

河川を流れている水のこと。

ぴ PDCA （plan-do-check-act ）

管理業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check
（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に
改善する手法。

ぴ PPP （Public Private Partnership） 
「社会資本整備や行政サービスの提供」に民間主体を活用し、官民協調によ

り事業を実施する手法。

ふ 伏流水 

河川の底部または側部（河川敷など）の砂礫層などを潜伏して流れている水

のこと。

ふ プラント機械 

浄水処理用に使用する機械設備。

区別のため、建造物の換気設備などは、建築機械設備と称する。

ゆ 有収水量 

総配水量の内、料金徴収の対象となった水量（調定水量）をいう。

ろ 老朽塩化ビニール管（TS 継手） 

耐用年数 40年を超える塩化ビニール製の水道管の内、昭和 53年頃まで一般
的であった TS 継手（接合部分に接着剤を薄く塗布し，そのまま差し込み接
合する）で接続しているもの。

老朽化が進んでいる他、耐震性も劣る問題がある。
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